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男女平等都市宣言 

平成８年１２月３日 

告示第９９号 

 

 

私たちは、誰もが人間として尊ばれ、また、自らの個性にあった生き方を自由

に選択できる社会を願っています。 

そのため、個人の尊厳と両性の平等を基本理念として社会的、文化的、歴史的

な性差を排し、職場、家庭、学校、地域などすべての領域での真の平等をめざし

て、ここに「男女平等都市」を宣言します。 

 

１ 私たちは、人権を尊重し、互いの性を認め支えあい、いきいきと充実した人

生がおくれる男女平等の「小金井市」をめざします。 

 

１ 私たちは、一人ひとりが共に個性や能力を発揮し、社会のあらゆる分野に男

女が共同参画できる「小金井市」をめざします。 

 

１ 私たちは、男女が共にかけがえのない地球の環境を守り、平和と平等の輪を

世界へ広げる「小金井市」をめざします。 
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第１章 計画の策定に当たって 

１ 計画策定の趣旨  

国は、男女共同参画社会の実現に向け、平成11年の男女共同参画社会基本法の制定に始

まり、基本法に基づく「男女共同参画基本計画」を平成12年に策定、平成27年には男女

共同参画基本計画（第４次）を策定し、男女共同参画に関する施策を計画的に進めていま

す。 

小金井市（以下「本市」という。）においては、国内外の動向をみて、「男女共同参画社

会基本法」の制定前から男女共同参画社会の実現に向けて、平成8年に「男女平等都市宣

言」を行い、平成15年に「小金井市男女平等基本条例」を制定するなど、男女が対等な立

場で活躍できる場を広げてきました。また、昭和59年に「小金井市婦人行動計画」を策定

しており、時代や社会情勢の変化に合わせて行動計画を更新しながら、男女共同参画施策

を推進してきました。しかし、依然として固定的な性別役割分担意識は根強く残っている

ほか、配偶者等からの様々な形での暴力、ワーク・ライフ・バランスの推進、多様性に関

する理解、政策・方針決定過程への女性の参画率のさらなる向上など、取り組まなければ

いけない課題は多く、今後も一層の取組が求められます。 

こうした現状を踏まえ、本市では、第５次男女共同参画行動計画期間中に改正された法

律や社会情勢の変化に対応するとともに、これまでに取り組んできた施策をさらに推進・

発展させるための指針として、「小金井市第６次男女共同参画行動計画」（以下「本計画」

という。）を策定します。 
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（１）男女共同参画をめぐる近年の動き 

【持続可能な開発目標“SDGｓ”】 

 持続可能な開発目標“SDGｓ（Sustainable Development Goals）”は、先進国を

含む国際社会全体の開発目標として、2015年（平成27年）９月に国連サミットにお

いて全会一致で採択され、2030年（令和12年）を期限とする包括的な17の目標（ゴ

ール）が設定されました。17のゴールの一つに「目標５：ジェンダー平等を実現しよ

う」が掲げられていますが、これは、女性のエンパワーメントとジェンダー平等が持

続可能な開発を促進するうえで欠かせないことから、重要なテーマと考えられている

ためです。 

 

【「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律（候補者男女均等法）」公布・施行】

（2018年（平成30年）５月） 

多様な国民の意見が政策立案や決定に的確に反映されるために、政治分野における男

女共同参画が重要となるため、国や地方議会の選挙において男女の候補者の数ができ

る限り均等となること等を基本原則とした法律が公布・施行されました。 

 

【「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」の改正】 

（2019年（令和元年）６月） 

2015年（平成27年）９月に、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力あ

る社会の実現を図るために法律が施行され、都道府県や市町村は、当該区域内における

女性の職業生活における活躍の推進に向け、国が策定した基本方針等を勘案して、推進

計画を策定するよう努めることとされました。また、国や地方公共団体、一部の民間事

業主に対しては、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を定めた行動計画の

策定・届出・公表等が義務付けられました。 

2019年（令和元年）６月には、仕事と家庭生活の両立や諸外国と比べて低水準にあ

る女性管理職比率などの課題を踏まえ、女性の職業生活における活躍をさらに推進する

ことが必要であることから、基本方針の変更があり、女性の職業生活における活躍に関

する情報の公表、女性の職業生活における活躍の推進に積極的に取り組む企業の認定、

中小企業における行動計画の策定の促進への追記がなされました。 

また、女性活躍推進法のほか、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及

び職業生活の充実等に関する法律（労働施策総合推進法）」、「雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男女雇用機会均等法）」、「育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（育児・介護休業法）」において、

パワー・ハラスメント防止対策の法制化が図られるとともに、セクシュアル・ハラスメ

ント、マタニティ・ハラスメント等の防止対策の強化につながる措置が示されました。 

 

  



5 

【「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」の施行】

（2020年（令和２年）４月） 

2020年（令和２年）４月に、昨今の虐待相談件数の急増等を踏まえ、児童虐待防止

対策の抜本的強化を図るため、児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の

一部を改正する法律が施行されました。 

これにより、児童の権利擁護、児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等の

措置が講じられ、DVと児童虐待への対応についても、連携した協力体制のさらなる充

実が求められました。 

 

【「婦人保護事業の運用面における見直し方針」の検討】（2019年（令和元年）６月） 

婦人保護事業は、ＤＶ、性暴力、貧困、家庭破綻、障がい等、さまざまな困難を複合

的に抱える女性の支援を行っており、2018年（平成30年）からは、「困難な問題を抱

える女性への支援のあり方に関する検討会」を開催し、新たな制度の構築に向けて、検

討が進められました。厚生労働省は、2019年（令和元年）６月に「婦人保護事業の運

用面における見直し方針について」をとりまとめ、当面の対応として、他法他施策優先

に関する取扱いの見直しや一時保護委託の積極的活用等を始め、婦人保護事業の運用

面の改善について、速やかに取り組むこととし、今後も必要な見直しに向けた調査研究

を進めていくこととされています。 

 

【東京都性自認及び性的指向に関する基本計画】（2019年（令和元年）12月） 

2018年（平成30年）10月に制定した「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権

尊重の理念の実現を目指す条例」では、「多様な性の理解の推進」において、性自認及

び性的指向を理由とする不当な差別の解消並びに啓発等の推進を図ることと明記され

ました。東京都では、性自認及び性的指向に関して、基本的な考え方、これまで取り組

んできた施策、今後の方向性等を明らかにするため、「東京都性自認及び性的指向に関

する基本計画」を策定しました。 
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２ 計画の位置付け  

・本計画は、「小金井市男女平等基本条例」第10条第１項に基づく「男女共同参画施策を

総合的かつ計画的に推進するための行動計画」です。 

・本市の第５次小金井市基本構想・前期基本計画（小金井しあわせプラン）の個別計画と

して策定します。 

・本計画は、「男女共同参画社会基本法」第14条第３項に規定する「市町村男女共同参画

計画」とします。 

・本計画の一部は、「ＤＶ防止法」第２条の３第３項（ＤＶ防止法第28条の２の規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。）に基づく「市町村基本計画」としても位置付けます。 

・本計画の一部は、「女性活躍推進法」第６条第２項に基づく「市町村推進計画」としても

位置付けます。 

 

３ 計画の性格  

・本計画は、本市におけるこれまでの取組を引き継ぎ、発展させ、あらゆる分野で男女共

同参画を推進していくための計画として、本市が行う施策の基本的な方向や具体的な内

容を体系化し明らかにしたものです。 

・本計画は、国の「男女共同参画基本計画」、東京都の「東京都男女平等参画推進総合計画」

の内容を踏まえて策定しています。 

・本計画は、本市が策定する他の関連計画と連携・調整をはかりながら策定しています。 

・本計画は、市民意識調査結果、市民懇談会・パブリックコメントによる意見、小金井市

男女平等推進審議会の意見等、市民の意見を尊重して策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【関連する市の個別計画】 
・地域福祉計画 
・健康増進計画 
・障害者計画・障害福祉計画 
・介護保険・高齢者保健福祉総合 
事業計画 

・のびゆくこどもプラン 小金井 
・明日の小金井教育プラン 
・生涯学習推進計画  など 

第６次男女共同参画行動計画 

・小金井市配偶者暴力対策基本計画 

・小金井市女性活躍推進計画 

第５次小金井市基本構想・前期基本計画（小金井しあわせプラン） 

【国・都の計画】 
・男女共同参画基本計画 
・東京都男女平等参画推進総合計画 

小金井市男女平等基本条例 

連携 
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４ 計画の期間  

・本計画の期間は、令和３年度（2021年度）から令和７年度（2025年度）までの５年

間とします。ただし、国内外の社会情勢の変化や法制度等の改正等により、必要に応じ

て計画の見直しを行うものとします。 

 

（計画の期間） 

 

 

 

 

  

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

         

         

         

         

第５次男女共同参画行動計画 

第４次小金井市基本構想 

後期基本計画 

（国）第４次男女共同参画基本計画 

第６次男女共同参画行動計画 

第５次小金井市基本構想（令和３年度～令和12年度） 

（都）東京都男女平等参画推進総合計画 

（国）第５次男女共同参画基本計画 

前期基本計画 
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第２章 小金井市の現状 

１ 人口等の推移  

（１）人口の推移 

市の人口は平成30年（2018年）から120,000人を超えており、令和２年（2020年）

１月１日現在、122,306人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年１月１日） 
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（２）年齢３区分別人口の推移 

年齢３区分別人口の推移をみると、年によりますが、どの区分もおおむねゆるやかに増

加傾向にあります。高齢化率は平成30年（2018年）以降、21％台を推移しています。 

 

＜年齢３区分別の人口の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜年齢３区分別の人口構成割合の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年１月１日） 

  

14,094 14,396 14,521 14,754 15,011
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（３）世帯の推移（住民基本台帳） 

世帯数はゆるやかに増加傾向にあり、令和２年（2020年）時点で61,070世帯となっ

ています。一方、1世帯当たりの世帯人員は減少傾向にあり、令和２年（2020年）時点で

は2.00人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年１月１日） 

 

 

（４）家族類型 

家族類型をみると、核家族と単身世帯がそれぞれ５割近くを占めています。単身世帯の

割合は東京都と比較して大きな差異はみられませんが、国と比較すると12.5ポイント高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27 年） 
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（５）転入・転出数 

令和元年（2019年）の転入・転出状況をみると、男女とも特に20～24歳で転入が多

くなっています。またそのすぐ上の世代では、転入は多いものの転出も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳人口移動報告（令和元年） 
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（６）未婚率の推移 

５歳階級別の未婚率をみると、男女とも35歳から49歳で平成27年（2015年）は平成

22年（2010年）よりも低くなっています。 

 

【女性】                【男性】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27 年） 

 

（７）合計特殊出生率の推移 

小金井市の合計特殊出生率※1は、平成19年（2007年）頃までは減少傾向でしたがそれ

以降平成27年（2015年）まで増加傾向にあり、平成28年（2016年）、29年（2017年）

と減少傾向にありましたが、平成30年（2018年）では1.30と国の値に近づいています。

令和元年（2019年）は、国、東京都、小金井市すべてにおいて、平成30年（2018年）

から減少しており、小金井市は1.24となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国、東京都－厚生労働省人口動態統計 

   小金井市－東京都福祉保健局 

                                        

 
※1 合計特殊出生率 

15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計した数値を指します。 
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（８）就業の状況 

市民の就業の状況をみると、女性就業者は22,446人、男性就業者は29,609人となっ

ています。どちらも市外で就業している人が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27 年） 

 

 

（９）雇用の状況 

雇用者の従業上の地位をみると、女性では正規雇用が49.0％、非正規雇用が51.0％、

男性では正規雇用が80.0％を占めています。 
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（10）女性の年齢５歳階級別労働力率 

女性の５歳階級別の労働力率をみると、35歳～39歳にかけて減少するいわゆるＭ字型

となっています。市の女性の労働力率は東京都（女性）と類似していますが、国（女性）

と比べると、Ｍ字の谷が深く40代以降の上昇が少ないという特徴がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27 年） 
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２ アンケート結果概要  

新たな計画の策定に向け、男女平等に関する市民の考えを把握し、今後の男女共同参画

施策に反映させることを目的として「男女平等に関する市民意識調査」（以下「市民意識調

査」という。）を実施しました。 

 

  【調査実施概要】 

調査対象：市内に居住する18歳以上の男女個人2,000人 

調査期間：令和元年10月１日（火）～10月15日（火） 

回収結果：711票／2,000票（有効回収率：35.6％） 

 

（１）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について 

① 1日あたりの家事と仕事に携わる時間 

・平日に家事に携わる時間は、女性で「３時間以上」が43.6％、男性では「１時間以

上」が23.5％となっている。共働きの状況別でみても、女性共働きでは「１時間以上

～３時間未満」が４割半ばに対し、男性共働きでは「30分以上～１時間未満」が４割

で最も高く、就業状況に関わらず、女性が家事に多くの時間を割いている。 

 

② 生活における優先度（現状・理想） 

・生活における現実（現状）の優先度は、女性では「『家庭生活』を優先している」、男

性では「『仕事』と『家庭生活』をともに優先している」が３割近くとなっているが、

理想の生活の優先度は、男女とも「『仕事』と『家庭生活』と『地域・個人の生活』を

ともに優先したい」が比較的高くなっている。 

 

③ 男女の性別による役割分担意識 

・男女の性別による役割分担意識は、男女とも《反対》が《賛成》を上回っており、平

成28年調査と比較すると、全体で≪賛成≫の割合は今回調査が平成28年調査よりも低

くなっており、特に男性で低くなっている。 

 

④ 女性の就労継続のために必要なこと、男女ともに働きやすい社会をつくるために 

必要なこと 

・女性の就労継続のために必要なことは、全体で「保育施設や学童保育所など、子ども

を預けられる環境の整備」が83.8％で最も高くなっているが、平成28年調査と比較す

ると、全体で「男女双方の長時間労働の改善を含めた働き方改革」の割合は今回調査

が平成28年調査よりも高くなっている。 

・男女ともに働きやすい社会をつくるために必要なことは、男女とも「労働時間の短縮

やフレックス制など様々な働き方を選ぶことができる」が最も高くなっており、女性

の就労継続のために必要なことと同様に働き方改革の推進が求められている。  
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（２）子育て・介護について 

① 子育ての経験と携わる時間 

・平日の子育てに携わる時間は、女性で「５時間以上」が40.4％で最も高く、男性では、

「１時間未満」が77.7％となっている。共働きの状況別でみると、「５時間以上」は女

性が男性よりも35ポイント高く、就業状況に関わらず、女性が子育てに多くの時間を割

いている。 

 

② 子どもを産み育てやすい環境 

・子どもを産み育てやすい環境は、「認可保育園など保育施設の拡充」が72.9％で最も高

く、職業別でみると、女性有職者、男性有職者とも「認可保育園など保育施設の拡充」

が７割以上で高くなっている。 

 

③ 男性の家事・育児の参加について 

・男性の家事・育児参加は、全体で「男性も家事・育児を行うのがあたりまえだと思う」

が67.8％で最も高く、平成28年調査と比較すると、今回調査が平成28年調査よりも高

くなっている。 

 

④ 育児・介護休業制度の利用意向 

・育児休業の利用意向は、「利用したい」は女性が69.5％、男性が41.3％で女性が男性よ

り28ポイント高くなっている。「利用したいが利用できそうにないと思う」は男性が女

性よりも高くなっている。 

・育児・介護休業を利用できない・したくない理由は、「職場に休める雰囲気がないから」

が60.7％で最も高い。 

 

⑤ 介護してほしい人 

・自分に介護が必要になった場合、介護してほしい人は、女性では「施設や介護サービス

の職員」が46.2％で最も高いが、男性では「配偶者・パートナー」が49.5％で最も高

くなっている。 

・介護が女性となりがちな理由は、全体で「男性が介護する場合、家計の収入が大きく減

ってしまうから」が60.9％で最も高くなっている。 

 

 

（３）地域活動・社会活動について 

① 地域活動への参加について 

・地域活動への参加状況は、「特に参加していない」が男女ともに多いが、特に男性が多

い傾向にある。 

・男女がともに地域活動に参加するために必要なことは、「健康であること」が55.6％で

最も高くなっているが、「家事や育児、介護等を男女で分担することにより、お互いが

外に出られる条件をつくること」の割合は女性が男性よりも高くなっている。 
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（４）人権について 

① ＤＶの被害経験 

・配偶者等からの暴力について経験したり、見たり聞いたりしたことがあるか尋ねたとこ

ろ、多くの項目で「まったくない」が８割以上となっているが、被害、加害、見聞とい

った何らかの経験がある場合では、全体で「怒鳴ったり、暴言を吐いて、人格を否定す

る」が22.1％となっている。ＤＶの経験を内容別にみると、被害経験は、「怒鳴ったり、

暴言を吐いて、人格を否定する」で、男女ともに他の暴力と比較して高いが、女性が9.9％

で男性（4.3％）よりも６ポイント高くなっている。加害経験は、おおむね男性が女性を

上回っており、「怒鳴ったり、暴言を吐いて、人格を否定する」は男性が5.9％となって

いる。見聞経験は、「殴る、蹴るなど」で女性が10.9％で男性（5.2％）よりも６ポイン

ト高くなっている。 

 

② ＤＶ被害の相談について 

・ＤＶ被害の相談有無については、「相談した」は女性が30.5％、男性が11.5％となって

いる。《相談しなかった》は女性が48.4％、男性が60.3％で、男性が女性より12ポイ

ント高くなっている。 

・相談しなかった理由は、全体で「相談するほどのことではないと思った」が41.1％で最

も高いが、「自分にも悪いところがあると思った」、「相談するほどのことではないと思っ

た」の割合は男性が女性よりも高くなっている。 

 

③ ＤＶ防止や被害者支援のために必要な対策 

・配偶者等からの暴力防止や被害者支援のために必要な対策は、「被害者の安全確保対策を

充実させる」が66.5％で最も高く、次いで「被害者のための相談を充実させる」、「法律

による規制の強化や見直しを行う」が続いている。 

 

④ 性的マイノリティの方に対して必要だと思う取組 

・性的マイノリティの方に対して必要だと思う取組は、「市民や企業等に対して理解促進を

図る」が77.2％で最も高く、次いで「学校や、市役所の窓口での対応の充実を図るため、

教員や市職員に対して研修等の充実を図る」が66.2％となっている。 
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（５）男女共同参画の推進について 

① 各分野の男女平等観 

・各分野の男女平等観は、“政治の場”、“社会通念・慣習・しきたりなど”、“社会全

体として”が《男性優遇》で高くなっている。また、国（内閣府）と比較すると、「男

女平等である」はすべての分野で小金井市が国を下回っている。 

 

② 小金井市のこれまでの施策・取組の認知状況 

・小金井市のこれまでの施策・取組で「知っている」はいずれも１割未満となっているが、

「聞いたことがある」をあわせた《認知》でみると、“男女平等市宣言（平成８年12月

に宣言）”、“男女共同参画講座（公民館）”、“こがねいパレット”、“小金井男女

平等基本条例（平成15年施行）”、“不平等や差別に対する苦情・相談窓口”が２割台

となっている。 

 

③ 男女共同参画に関わることばの認知状況 

・男女共同参画に関わることばで「知っている」は、各種ハラスメントが７割以上と高く

なっている。《認知》でみると、各種ハラスメントは９割台、“男女雇用機会均等法”、

“ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）”、“育児・介護休業法”が８割台で高くなっている。 

 

④ 施策要望 

・男女平等社会を実現するための市の施策として今後どのようなことが重要かでは、「子

育て支援策の充実」が64.7％で最も高く、次いで「女性が働きやすい環境づくりの促進」、

「学校で平等意識を育てる教育の充実」が続いている。平成28年調査と比較すると、全

体で「学校で平等意識を育てる教育の充実」、「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生

活の調和）の意識啓発」の割合は今回調査が平成28年調査よりも高くなっており、「ワ

ーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の意識啓発」は特に女性で今回調査が高

くなっている。 
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３ 第５次男女共同参画行動計画期間の取組と課題  

第５次男女共同参画行動計画期間（平成29年度～令和２年度）における主な取組を、前期

計画の目標ごとにまとめました。 

 

  《主な取組》 

 人権・男女平等の意識改革の推進  

人権・男女平等意識の浸透と定着に向けた取組として、男女共同参画シンポジウム

や公募市民の企画・運営により「こがねいパレット（講演会及び賛同する団体の展

示）」を開催し、各種講演会への参加を通して男女共同参画の意識啓発や、多様性へ

の理解促進を図るために、職員研修の実施や情報提供を行いました。また、男女共

同参画情報誌「かたらい」では、公募の市民編集委員とともに男女共同参画推進に

向け、様々な情報を発信し、人権週間には市民に人権啓発標語入りボールペンを配

布するなど、人権意識を広く啓発する取組を進めました。 

 

  《主な取組》 

男女共同参画の基盤となる人権の尊重  

性による固定観念に縛られない意識づくりを進めるため、市が発行する刊行物等

で適切な表現を使用するよう、「男女共同参画の視点からの表現の手引き」を研修時

に活用し、「男女共同参画の視点からの表現に係る調査」を毎年度行い、周知を図り

ました。また、人権尊重における相談対応の充実を図るため、男女平等を阻害する

苦情、相談に対しては、専門知識のある男女平等苦情処理委員が苦情処理を行うよ

う体制を整備しました。 

 

  《主な取組》 

暴力の未然防止の意識づくり  

暴力の未然防止の意識づくりを図るため、市施設での相談カードの配布や配架を

行い、DV防止の普及啓発のパネル展の開催や、DV相談窓口の周知を図りました。

また、若い世代に対しても、市役所でリーフレット「知っておきたいデートDV」の

配架や、市報・市ホームページへ掲載するなど、デートＤＶ及び相談先について周

知を行うとともに、デートDVの防止、早期発見のための意識づくりの啓発を進めま

した。成人式においても、新成人に配布する「新成人のみなさんへ」にDV及びデー

トDVの相談先を記載し周知を図りました。 

 

  

目標Ⅰ 人権が尊重され、多様性を認め合う社会をつくる 
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  《主な取組》 

配偶者等からの暴力における相談・連携体制の整備・充実  

配偶者等からの暴力における相談・連携体制の整備・充実を図るため、DV等相談

担当職員は関係機関の研修会等に参加し、DV等に関する動向を把握するなど職員

の相談対応能力の向上を図るよう努めました。また、DV等被害者の支援のため、関

係各課における情報共有や関係機関との連携強化に努め、関係機関情報交換会にて、

都、警察、他市とDV等被害者の支援について情報共有を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  アンケート調査結果をみると、こがねいパレットの認知度は第５次計画策定時から

大きな変化はなく２割超え、情報誌「かたらい」の認知度は第５次計画策定時から増

加傾向にあるものの、１割台半ばと認知度は依然として低いことが伺えます。 

  また、相談事業の認知度も、女性総合相談が１割台半ば、不平等や差別に対する苦

情・相談窓口が約２割と依然として低いことが伺えました。 

  今後、各種啓発事業は取組を進めながら認知度向上に努めることと、相談事業につ

いても認知度向上に向けて普及啓発を進めることが必要です。 

【まとめ・今後の課題】 
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  《主な取組》 

働く場における男女平等の推進  

働く場における男女平等の推進を図るため、男女共同シンポジウム、こがねいパレ

ット、男女共同参画情報誌「かたらい」及び啓発チラシ、市報や市ホームページ等

を使用しての様々な情報提供やイクボス宣言を行うなど、ワーク・ライフ・バラン

スへの理解促進のため普及啓発に努めました。 

 

  《主な取組》 

家庭における男女平等の推進  

家庭における男女平等の推進を図るため、父親と子ども、父親同士の交流を図る事

業を実施し、男性の家事・育児参加を促進することを目的に父親向け交流事業を実

施しました。男性の育児参画を促し、女性の育児負担の軽減や子育てを主体的に実

施する意識啓発につなげています。 

 

  《主な取組》 

女性の就労に関する支援  

女性の就労に関する支援を行うため、就労を希望している女性に対し、東京しごと

センター多摩などの関係機関と連携し、女性のための就職支援講座を開催しました。

また、安心して働ける雇用環境や待遇の確保、女性の人材育成や登用を促進するよ

う、市内事業所への情報提供や「こがねい仕事ネット」に就労支援等に関する情報

を掲載し、ポケット労働法を配布し関係法令の情報を周知しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの実現した暮らしをめざす 

  アンケート調査結果をみると、子育てに携わる時間は女性が長く、共働きの場合も

女性が携わる時間が長い傾向にありました。男性の家事・育児参加についての結果を

みると、「男性も家事・育児を行うのがあたりまえだと思う」が最も多くなってお

り、平成 28 年調査時よりも増加傾向にあります。父親向けの交流事業等への参加者

数からも一定の効果が出ていることから引き続き、男性の家事・育児参加の促進を図

ることが必要となります。 

  また、家事に携わる時間も女性が長く、共働きの場合においても女性が携わる時間

が長い傾向にありました。女性が仕事を持つことに対する考えは、男女とも「結婚や

出産にかかわりなく、継続して仕事をもつほうがよい」が半数以上を占めています。 

今後も継続して女性の就労に関する支援に取り組み、女性の社会進出や家庭、働く場

における男女共同参画の推進に努めます。 

【まとめ・今後の課題】 
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  《主な取組》 

男女共同参画を推進していくために 

多様な視点からの施策推進に向けて、女性の施策決定過程への参画を推進するた

め、審議会等の女性委員登用状況調査を実施し、女性委員の登用促進について要請

したり、職員一人ひとりが市民の先頭に立ち、男女共同参画を実践するための庁内

環境づくりを進めてきました。人材育成に向けた取組では、「第２次小金井市人材育

成基本方針（改訂版）」に基づき、女性職員登用のための意識啓発及びキャリアデザ

イン支援の観点から、「女性キャリア支援研修」を実施し、また、次世代育成支援対

策推進法及び女性活躍推進法に基づき、「小金井市特定事業主行動計画」を策定し、

男性職員育児休業取得率５０％を目標に掲げるなど、男女ともに働きやすい職場づ

くりに取り組んでいます。 

 

  《主な取組》 

計画の推進体制への取組 

計画の進捗管理と評価の仕組みづくりへの取組として、計画の年次報告書や事業

について、毎年、男女平等推進審議会から提言を受け、提言内容を全庁に周知しフ

ィードバックすることで事業等の見直しに努めています。また、審議の中で出され

た質問・意見に、関係各課が回答することで問題意識の共有を図っています。 

 

 

 

 

  

目標Ⅲ 男女共同参画を積極的に推進する 

  男女共同参画社会の実現に向け、市は男女共同参画の必要性を認識し、職員一人ひ

とりが率先して市民や事業所、関係団体等の模範となれるよう、職員に対して政策・

方針決定過程への女性の参画をはじめ、庁内における男女平等の推進を図ってきまし

た。職員向けに行ったアンケート調査結果を参考にしながら、今後も、男女ともに働

きやすい職場づくりや、行動計画の実効性を高めるよう進捗管理と計画的な推進に努

めます。 

【まとめ・今後の課題】 
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■市民参加による推進事業事例 

 

≪こがねいパレット≫ 

昭和52年（1977年）に、女性市民が女性の地位向上に関する課題や福祉の実情を話し合い、

市の施策反映につなげることを目的とした「福祉を語る婦人のつどい」が開催され、その後10年を

経て、さらに広い輪へ発展していくこととなります。昭和62年（1987年）には「福祉を語る婦人のつ

どい」が市の施策と合体し、「こがねい女性フォーラム」として開催され、以降、男女の様々な観点

で市民の実行委員による企画・運営により行ってきました。21世紀を迎え、「女性問題」から「男女

共同参画」へと視点がシフトし、平成13年（2001年）に名称を「こがねいパレット」と改める中で、よ

り一層、男女共同参画を地域に浸透させるための役割を担うことが期待されています。 

 

≪情報誌「かたらい」≫ 

女性問題を様々な角度から取り上げ、広く市民が関心を持ち理解を深めていけるよう、昭和63

年（1988年）に市の情報誌として「かたらい」を創刊しました。また、平成12年（2000年）には、男女

平等施策へのさらなる市民活力の注入を図るため、市民編集委員制度を導入し、市民と一緒に

企画・編集するなど、市民との協働による男女共同参画推進のための体制づくりを進めています。 

 

≪多摩３市男女共同参画推進共同研究会≫ 

 小金井市、国立市、狛江市が共同研究を通じて連携を図り、男女共同参画社会を実現し、地域

の活性化と発展につながる取組を行うことを目的に、平成25年度から平成29年度の５年間、補助

金を活用しながら各年度研究テーマを設定し研究活動を行いました。また、平成30年度から令和

２年度の３年間、各市で公募した市民サポーターとともにワーク・ライフ・バランスについて、社会

状況や各世代による考え方の違いなどについて講演会や座談会等を通して学び、各市が今後の

啓発活動に活かすことができる内容を成果としてまとめ、本研究会の活動を締め括りました。 

 

≪「聞き書き集  小金井の女性たち」編纂への支援≫ 

本市の男女平等の取組は、市民参加によって進められてきた長い歴史があり、その背景には

様々な分野で活躍する女性たちの姿がありました。そうした女性たちの活動を地域女性史として

残すことを目的に、市民グループ「こがねい女性ネットワーク」が「小金井女性史を作る会」を組織、

平成15年（2003年）に『聞き書き集  小金井の女性たち－時代をつなぐ－』、平成18年（2006年）

に『聞き書き集  小金井の女性たち－時代を歩む－』を編纂・発行し、市はその活動を支援しま

した。国内外の主要図書館で所蔵・公開されるなど、本市の男女共同参画の歩みを記録する、貴

重な財産となっています。 
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≪市民組織の変遷（婦人問題懇談会～男女平等推進審議会）≫ 

本市ではこれまで、多くの市民組織が、本市の男女平等及び男女共同参画を推し進めるための

活動を展開してきました。昭和59年（1984年）には、幅広い女性の声を市の施策に反映させるた

め、市内の女性団体や一般市民を中心とした「婦人問題懇談会」を設置、「婦人行動計画」を策

定しています。またその翌年には、行動計画の推進を図る組織として「婦人問題会議」を設置しま

した。平成７年（1995年）、「婦人行動計画」の終了に伴い策定された第２次行動計画を円滑かつ

効率的に推進すべく、「男女共同参画研究会議」を発足、平成８年（1996年）には「男女平等都市

宣言」に関する審議を進め、その成文化に至りました。その後、第３次行動計画策定時の平成13

年（2001年）に設置された「（仮称）第３次小金井市行動計画策定委員会」において、平成15年

（2003年）の「小金井市男女平等基本条例」制定に向けた審議・整備が行われ、現在は同条例第

５章に基づき「男女平等推進審議会」が組織されています。 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 

計画の基本的な考え方 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念  

 

人権尊重とワーク・ライフ・バランスを軸とする 

男女共同参画の実現をめざして 
 

 

 本市がめざすべき男女共同参画社会は、「男女が互いにその人権を尊重し、認め合い支え

合いながら、それぞれの個性と能力を十分に発揮することができ、また、一人ひとりが輝

いて生きることができる社会」です。 

 第５次男女共同参画行動計画では、「人権尊重とワーク・ライフ・バランスを軸とする男

女共同参画の実現をめざして」を理念に掲げ、「人権尊重」とワーク・ライフ・バランス」

の二つを重要なテーマとして様々な取組を進めてきました。 

 １つめのテーマは「人権尊重」です。暴力のない社会、さらには、女性、男性、子ども、

高齢者、障がい者、外国人、性的指向や性自認等、あらゆる人々の多様性を認め合い、自

らの意思によりその個性と能力を発揮する機会が保証されること、人が人として尊重され、

健康を享受し、共に参画する社会は、男女共同参画社会の実現の基本となるものです。 

 ２つめのテーマは「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」です。少子高齢化、

人口減少社会の中で今後も持続可能な社会を築いていくための重要な課題となっていま

す。多様な働き方を普及し、テレワークの導入による在宅勤務を活用した働き方なども増

加している一方で、在宅による家事、子育てや介護等が女性へ集中し多重負担となりやす

い状況があります。地域や職場で活躍する女性を増やしていくためには、男性の家事・育

児等への参画を促す取組として、長時間労働の改善や育児介護休業制度等への理解を進め

ていくことは、固定的な性別役割分担意識の解消を図る男女共同参画社会の実現に向けて

欠かせないものです。 

 個人も、家庭も、地域社会も、この「人権尊重」と「ワーク・ライフ・バランス」に留

意しながら、その実現を支える啓発・支援・環境整備等の仕組みをさらに充実し、新しい

ライフスタイルを創っていくことを通し、意識と実態が伴った男女共同参画社会を形成し

ていくことが必要です。 

 これらの点を踏まえ、本計画の基本理念は、これまでの計画に引き続き「人権尊重とワ

ーク・ライフ・バランスを軸とする 男女共同参画の実現をめざして」と定めます。 
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２ 基本目標  

 

本計画の基本理念を具体的に推進していくため、基本目標を以下のとおり定めます。 

 

基本目標Ⅰ 人権が尊重され、多様性を認め合う社会をつくる 

人権と多様性が尊重される社会づくりに向け、男女平等意識の醸成を図り固定的性別

役割分担意識の解消、多様な性のあり方や性にとらわれない多様な生き方への理解を促

進し、一人ひとりがその個性と能力を発揮することができるよう支援を進めます。 

また、「小金井市配偶者暴力対策基本計画」に対応した配偶者等からの暴力（ＤＶ、デ

ートＤＶなど）の未然防止と、被害者の安全確保や自立に向けた支援の一体的な推進を

図るとともに、ストーカーやセクシュアル・ハラスメント、虐待、性犯罪等を含めた男

女共同参画社会の実現を阻む暴力を根絶するための取組を進めます。 

 

基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの実現した暮らしをめざす 

男女がともに、家庭生活、仕事、地域活動等、あらゆる分野に参画し、一人ひとりが

その能力を十分に発揮し、自分らしい生き方に対して主体的な選択を可能とする生活環

境の整備を図ります。 

また、「小金井市女性活躍推進計画」に対応した女性が活躍していくための支援や男性

中心の労働慣行の変革に向けた意識改革、仕事と家庭の両立を支える保育や介護サービ

ス基盤の充実に取り組みます。 

 

基本目標Ⅲ  男女共同参画を積極的に推進する 

市民と行政が共に連携し責任を分かち合いながら、それぞれの立場で男女共同参画を

理解することで、多角的な視点からの問題提起や、様々な人の立場を考慮した政策等の

立案・実施が可能になるよう支援に努めます。 

また、小金井市特定事業主行動計画に基づき、市内事業所のモデルとなるよう、引き

続き庁内の男女共同参画を推進します。 
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３ 計画の体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標 主要課題 施策の方向

（１）人権・男女平等の意識改革の推進

（２）男女共同参画の基盤となる人権の尊重

（３）多様性への理解の推進

（１）教育の場における男女平等教育の推進

（２）生涯を通じた男女平等教育の推進

（１）配偶者等からの暴力の未然防止の意識づくり

（２）被害者支援の推進

（３）相談・連携体制の整備・充実

４　ストーカーやハラスメント、虐待等への適切な対応
と対策

（１）ストーカーやセクシュアル・ハラスメント、虐待等への対策の推進

（１）女性のライフステージに応じた健康づくり

（２）性差や年代に応じた心と体の健康づくり

（１）各家庭の状況等に応じた支援

（２）自立した生活への支援

（１）育児支援体制の整備

（２）男性の家庭・地域活動への参画促進

（３）介護等への支援体制の整備

（１）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に向けた環境づくり

（２）働く場における男女平等の推進

３　女性の活躍と多様な働き方への支援 （１）女性の就労に関する支援

４　市民がともに参画する地域づくりや市民活動の
促進

（１）地域づくり活動における男女共同参画の推進

１　政策・方針決定過程への男女の参画 （１）政策・方針決定過程への女性の参画拡大

２　市民参加・協働による男女共同参画の推進 （１）市民参加・協働による事業展開

（１）庁内の男女平等の推進

（２）計画の推進体制の強化

Ⅲ
男女共同参画を積極的に推進する

３　推進体制の充実・強化

６　様々な困難を抱えた女性等が安心して暮らせる
環境の整備

Ⅱ
ワーク・ライフ・バランスの実現した
暮らしをめざす

１　家庭における男女共同参画の推進

２　働く場における男女共同参画の推進

２　男女共同参画を推進する教育・学習の推進

３　配偶者等からの暴力の防止と被害者支援
（小金井市配偶者暴力対策基本計画）

５　生涯を通じた心と身体の健康支援

次期計画（案）

Ⅰ
人権が尊重され、多様性を認め合う
社会をつくる

１　人権尊重・男女平等意識の普及・浸透
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第４章 

施策の展開 
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第４章 施策の展開 

基本目標１ 人権が尊重され、多様性を認め合う社会をつくる  

 

 

 

 

 

人権尊重・男女平等意識の普及・浸透 

人権が尊重され、多様性を認め合う社会をつくるためには、人権を尊重する意識の向

上と、性別による役割分担意識の解消を進め、一人ひとりの意識と行動を切り替えてい

くための取組が重要です。また、情報化社会が進むなか、人権を侵害するメディア等へ

の対策を進めることも必要となります。 

本市ではこれまで情報誌「かたらい」の発行や「こがねいパレット」の開催等を市民

とともに進めることで、人権・男女平等に関する情報提供や広報・啓発活動を広く行っ

てきました。しかし、令和２年に実施した市民意識調査の結果をみると、「社会通念・

慣習・しきたりなど」や「政治の場」における≪男性優遇≫の評価は、男女とも７割以

上、「社会全体」においても６割以上と高く、依然として男性優遇社会であると感じて

いる市民が多いことが分かります。 

また、令和２年（2020年）２月ごろより日本国内においても感染が広がり始めた新

型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策により、外出自粛や休業等が余儀なくさ

れました。その結果、令和２年（2020年）７月にすべての女性が輝く社会づくり本部

より公表された「女性活躍加速のための重点方針2020」においても、「今般の新型コ

ロナウイルス感染症の拡大に起因する外出自粛や休業等が行われる中、平常時におけ

る固定的な性別役割分担意識を反映して、増大する家事、子育て、介護等の家庭責任の

女性への集中や、生活不安・ストレスからのDV等の増加・深刻化などが懸念されてい

る。」と示されました。 

こうした状況をふまえ、今後も様々な媒体や機会を通じて、人権尊重・男女平等意識

の普及・啓発活動を行い、市民一人ひとりに意識が浸透するよう、取り組むことが必要

です。 

  

人権が尊重され、多様性を認め合う社会をつくる 

基本目標Ⅰ 

主要課題１ 
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各分野における《男性優遇》の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：小金井市 男女平等に関する市民意識調査報告書（令和２年） 

※上記各項目の場における男女平等観を５段階評価（「男性の方が優遇されている」、「どちらかといえば男性

の方が優遇されている」、「男女平等」、「どちらかといえば女性の方が優遇されている」、「女性の方が優遇さ

れている」）で質問。《男性優遇》は「男性の方が優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇さ

れている」の合計。 
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施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

人権・男女平等の意識改革を進めるため、講演会等の啓発活動により市民へ働きかけを

行います。また、市民の自発的な活動を促進するための情報提供を行い、正しい理解を広

める広報・啓発活動を展開していきます。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

１ 

人権に関する啓発資

料の作成・活用 

人権尊重の意識の浸透と定着を図る

ため、人権に関する啓発資料を作成・

活用します。 

 

・人権週間意識啓発事業用リーフレ

ット（市民及び小中学校教職員配

布用）の作成 

・「小金井市子どもの権利に関する条

例」リーフレットの作成・配布 

広報秘書課 

児童青少年課 

２ 

男女平等に関する各

種啓発資料の作成・

活用 

男女平等都市宣言・男女平等基本条

例など、男女共同参画に関する理解

促進を図るため、各種啓発資料を作

成・活用します。 

 

・情報誌「かたらい」、「こがねいパ

レット」記録集の発行・配布 

・新成人向け啓発資料の作成・配布 

・男女共同参画シンポジウム等を通

じた男女平等基本条例等の周知 

企画政策課 

３ 

人権・男女平等に関

する図書・資料の収

集と活用 

人権・男女平等に関する図書や関係

資料の収集に努めます。また、収集

した図書や関係資料の貸し出し・閲

覧など活用を図ります。 

 

・女性談話室における各種資料の配架 

・男女共同参画週間に合わせた図書

館におけるテーマ図書の展示等 

企画政策課 

図書館 

４ 

情報誌「かたらい」

の発行・周知 

市民編集委員の参加による男女共同

参画情報誌「かたらい」を発行し、

市施設や市内医療機関等で配布する

など広く周知します。 

企画政策課 

 

 

 

施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進 
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施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

５ 

人権に関する講演会

等の開催 

人権尊重の意識の浸透と定着を図る

ため、女性の人権や多様な性への理

解など様々な人権をテーマに講演会

等を開催します。 

 

・人権に関する講演会の開催 

・人権啓発物品の配布 

広報秘書課 

６ 
男女共同参画シンポ

ジウムの開催 

男女共同参画シンポジウムを開催し、

男女共同参画の意識啓発を行います。 

企画政策課 

７ 

｢こがねいパレット」

の開催 

男女がともにいきいきと暮らせる社会

をめざし、市民実行委員の企画・運営

による男女共同参画推進事業「こがね

いパレット」を開催します。 

企画政策課 

 

 

 

 

 

市では、男女共同参画を推進するため、公募の市民編集委員による企画・取材・執筆

で、小金井市男女共同参画情報誌「かたらい」を発行しています。 

「かたらい」は市庁舎を始め、市内各施設等に設置しています。ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

  

ᾴ֖˜Ậ ᾟӡ ẇΪ῾ ệSĚĮŘēTš 
ᶺĦĵēōĨ 

施策② 人権・男女平等に関する講演会等の開催【重点】 
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施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

性別等に関わらず、一人ひとりの人権が尊重され、尊厳が守られるよう、人権尊重の視

点に立ち、メディアや刊行物等への配慮や人権を尊重する環境づくりに努め、男女共同参

画の基盤づくりに進めます。また、国際交流等を通じて互いの文化と人権を尊重する多文

化共生のまちづくりに取り組みます。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

８ 

メディア・リテラシ

ーに関する普及・啓

発 

市報などを通じて広く市民にメディ

ア・リテラシーに関する啓発を行い、

人権尊重と性差別防止を図ります。 

企画政策課 

９ 

情報モラル教育の充

実 

学習指導要領に基づき、児童・生徒

に対して、男女平等の視点を盛り込

んだ情報モラル教育を実施します。 

指導室 

10 

表現ガイドラインの

周知と活用 

「男女共同参画の視点からの表現の

手引き」を周知するとともに、市が

発行する刊行物等での適切な表現を

使用することを促します。 

 

・市ホームページにおける手引きの

周知 

・職員研修等庁内における手引きの

周知 

・男女平等の視点を取り入れ、男女

のバランスに配慮した市報等の発

行 

企画政策課 

広報秘書課 

（関係各課） 

 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

11 

男女平等に関する苦

情・相談の受付 

男女平等に関する苦情処理窓口の設

置により、男女平等を阻害する苦情、

相談に対応します。 

企画政策課 

12 

人権侵害等に対する

相談の実施 

性による差別を含む人権侵害を始め、

市民の苦情・相談を幅広く受け付け、

人権問題の解決等に努めます。 

 

・人権・身の上相談、市民相談 

・女性総合相談 

広報秘書課 

企画政策課 

施策の方向（２）男女共同参画の基盤となる人権の尊重 

施策① メディア・刊行物等への配慮 

施策② 人権尊重における相談対応の充実 
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施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

13 

人権・平和に関する

講演会等の開催 

人権・平和に関する映画会や講演会

等を開催します。様々な視点から市

民により広く周知、啓発していくこ

とで、多文化共生への理解を図りま

す。 

広報秘書課 

14 

国際理解教育の推進 市内小・中学校において、留学生や

地域に住む多様な文化や習慣を持つ

外国人との交流活動を実施します。 

指導室 

15 

在住外国人との交流

の推進 

多文化共生社会への理解を深めるた

め、外国籍市民との各種国際交流事

業や公民館を活用した学びにおける

国際交流事業を実施します。 

 

・日本語スピーチコンテスト、うど

ん打ち体験会等 

・生活日本語教室、国際理解講座等 

コミュニティ文化課 

公民館 

16 

外国人相談の実施 市内に居住する外国人の日常生活に

関する相談・情報提供など、専門の

相談員による外国人相談を実施しま

す。 

広報秘書課 

 

 

施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

多様性を理解し、偏見や差別等が解消されるよう取組に努めます。 

性の多様性に関する研修会等を実施し、多様な性自認や性的指向への理解を進めていき

ます。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

17 

パートナーシップ宣

誓制度 

パートナーシップ関係にある市民に

対し宣誓書受領書等発行する制度を

運用します。 

企画政策課 

18 

性の多様性に関する

研修会等の実施 

性の多様性の理解と支援の促進のた

め、市職員等を対象にした研修会等

を実施します 

企画政策課 

  

施策③ 多文化共生のまちづくり 

施策の方向（３）多様性への理解の促進 

施策① 性の多様性への理解促進 
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男女共同参画を推進する教育・学習の推進 

男女共同参画社会を実現するためには、性や年齢に関係なく、一人ひとりが男女共

同参画について正しく理解し、その必要性を認識していることが重要です。その点に

おいて大きな役割を果たすものが教育や学習です。学校や家庭、地域での教育・学習

の機会において、男女共同参画の視点に立って行う必要があります。 

令和２年（2020年）に実施した市民意識調査の結果をみると、男女平等社会を実

現するために重要だと思う市の施策は、「子育て支援策の充実」が高くなっています。

また、平成28年（2016年）に実施した同調査との比較では、「学校で平等意識を育

てる教育の充実」が高い結果となりました。このことから、男女共同参画を推進する

上で、男女共同参画の視点に立った子育てや教育の取組が求められていることがうか

がえました。 

幼少期における教育は、男女共同参画意識形成において重要な役割を果たすことか

ら、男女共同参画の視点に立った保育・教育を推進していきます。さらに、学校卒業

後も、それぞれのライフステージや時代に即した、男女共同参画に関する学びの機会

を提供していくことが必要です。 

 

 

男女平等社会を実現するために重要だと思う市の施策（上位５位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：小金井市 男女平等に関する市民意識調査報告書（令和２年） 
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施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

児童・生徒の成長段階に応じた男女共同参画について理解する教育をすすめ、個々の人

格や人権を尊重し合える心を育んでいきます。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

19 

保育・教育関係者に

対する研修の充実 

保育園及び市立小・中学校に勤務する職

員を含めた市職員や教職員を対象に、人

権、男女平等・男女共同参画に関する研

修を実施します。 

職員課 

指導室 

20 

男女平等の視点に立

った学校教育の推進 

小・中学校における学校活動の中で、男女

平等の趣旨を踏まえた人権教育等を推進

します。 

 

・人権教育プログラムを活用した男女平

等の視点を含む人権教育 

・職場体験学習における男女平等の視点

に立ったキャリア教育 

・個々の能力に応じた進路指導 

指導室 

 

 

施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

人生100年時代をまえに、だれもが生涯にわたり、男女共同参画に対する理解を深め、

男女平等意識に基づいた行動が実践できるよう、家庭や地域に向けて学習機会の充実に努

めます。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

21 

両親学級の充実 妊娠、出産、育児に関する知識の普

及、地域の友だち作りへの支援とし

て、妊婦とそのパートナーを対象と

した両親学級を開催します。 

 

・平日コース及び土曜日コースの実 

 施 

健康課 

22 

エンジェル教室・カ

ルガモ教室の開催 

育児上の不安の解消・軽減を目的と

して、育児知識・育児情報の提供、

親子で友だち作りへの支援を主眼と

したエンジェル教室・カルガモ教室

を開催します。 

子育て支援課 

施策の方向（１）教育の場における男女平等教育の推進 

施策① 幼少期や学校教育における男女平等教育・学習の推進 

施策の方向（２）生涯を通じた男女平等教育の推進 

施策① 家庭における教育・学習の推進 
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No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

23 

家庭教育学級の開催 保護者と子どもがともに学習するた

めの場として、市立小中学校のＰＴ

Ａ連合会に運営を委託して、家庭教

育学級を実施します。 

生涯学習課 

 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

24 

人権尊重・男女平等

の視点を踏まえた各

種講座の実施 

地域において、人権尊重・男女平等

の視点を踏まえた様々な講座や学習

機会を提供します。 

公民館 

25 

男女共同参画に関す

る講座等の開催支援 

市民や市内を中心に活動している団

体が、企画・主催する男女共同参画

に関する学習会や講座の開催を支援

します。 

 

・市職員派遣による出前講座 

・市民がつくる自主講座（男女共同

参画部門）の開催 

生涯学習課 

公民館 

 

 

  

施策② 地域・社会における教育・学習の推進 
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配偶者等からの暴力の防止と被害者支援（小金井市配偶者暴力対策基本計画） 

配偶者等からの暴力は個人の問題に止まらず、社会全体に深刻な影響を与える人権

問題です。 

しかし実際には、そうした暴力は個人や家庭内などの限られた間柄における問題で

あると考えられ、周囲が気づかないうちに、被害が潜在化・深刻化しやすい傾向にあ

ります。 

本市では、「小金井市配偶者暴力対策基本計画」を平成22年(2010年)に策定し、配

偶者や生活の本拠を共にする交際相手等からの暴力の未然防止や被害者支援の対応

を強化してきました。また、学校や地域においては、様々な媒体や機会を通じた啓発

活動に取り組むとともに、その根本である命の大切さや他人を思いやる心を養う教育

を行ってきました。 

令和２年（2020年）に実施した市民意識調査の結果をみると、ＤＶの被害経験は、

「ない」が、全体、性別でみても８割以上と高く、平成28年（2016年）に実施した

同調査と比較しても大きな差異は見られませんでした。しかし社会全体では、デート

ＤＶ※2など若年層に広がる暴力被害も問題となっており、若年層を含めたより広い世

代への対応が求められる状況です。 

こうした状況を踏まえ、配偶者等からの暴力の根絶に向けて、あらゆる暴力を防止

していくための啓発を行うとともに、被害者が相談しやすい体制や安全を確保する保

護体制の充実を図り、関係機関と連携して被害者が早期に支援を受けられる体制づく

りに努めます。 

ＤＶの被害経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：小金井市 男女平等に関する市民意識調査報告書（令和２年） 

                                        

 
※2 デートＤＶ 

結婚前の恋人間で起こるＤＶのことをいいます。 
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施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

配偶者等からの暴力は、重大な人権侵害であり、許されるものではないという意識が

市民に浸透するよう、あらゆる暴力を未然に防止するための広報・啓発の取組を継続す

るとともに、早期発見に向けた体制の強化に努めます。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

26 

ＤＶの防止に向けた

啓発と情報提供 

ＤＶ相談カードの配布や市報・市ホ

ームページ、刊行物などによるＤＶ

の防止に向けた啓発と相談窓口に関

する情報提供を行います。 
 

・ＤＶ相談カードの配布 

・「女性に対する暴力をなくす運動」

に合わせた啓発パネルの展示 

企画政策課 

27 

医療機関・関係機関

への情報提供の充実 

医療機関等に通報義務について周知

するとともに、ＤＶ相談カード等を

配付し、相談窓口の周知・情報提供

を行います。 

企画政策課 

28 

健診事業や児童虐待

防止対策を通じた早

期発見 

各種健診、訪問・相談事業など様々

な機会を捉え、迅速に対処できるよ

う、要保護児童対策地域協議会など

関係機関と連携した早期発見・情報

提供に努めます。 

健康課 

子育て支援課 

（関係各課）  

 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

29 

小中学校での人権教

育の推進 

市内小・中学校において、人権教育

プログラムを活用し、暴力の未然防

止の意識づくりを推進します。 

指導室 

30 

デートＤＶ防止対策

の充実 

デートＤＶの防止に向けた啓発と相

談窓口に関する情報提供を行います。

また、若年層に向けた啓発強化に努

めます。 
 

・「知っておきたいデートＤＶ」（リ

ーフレット）のホームページによ

る啓発 

・成人式におけるＤＶ相談等の案内

配付 

企画政策課 

施策の方向（１）配偶者等からの暴力の未然防止の意識づくり 

施策① ＤＶの防止に向けた情報提供や啓発、早期発見 

施策② 若い世代への啓発・教育の推進【重点】 
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施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

被害者の安全を確保し、自立・生活再建に向けて、生活・就労・経済面での支援をする

とともに、子どもを含めた家庭に対する心理的ケアに配慮した支援など、庁内・外の関係

機関との連携を強化し切れ目のない支援に努めます。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

31 

被害者の安全確保の

ための関係機関との

連携 

庁内関係各課及び警察等関係機関と

連携し安全確保に努め、また被害者

の自立支援を推進します。 

企画政策課 

（関係各課） 

32 

被害者等に関する個

人情報保護の支援 

ＤＶ等被害者からの申出により、住

民基本台帳の閲覧制限など支援措置

を実施し、関係機関、庁内関係各課

と連携した個人情報保護の支援をし

ます。 

企画政策課 

市民課 

（関係各課） 

33 

生活の再建に向けた

支援と情報提供 

ＤＶ被害者の生活再建に向け、関係

機関、庁内関係各課と連携した各種

相談支援や必要な情報提供に努めま

す。 

企画政策課 

（関係各課） 

34 

要保護児童の保育・

就学等の支援 

ＤＶ被害者が養育する子どもの保育

や就学等について、児童相談所、子

ども家庭支援センター、教育相談所

等の関係機関と連携し、支援を行い

ます。 

 

・保育に関する支援 

・就学等に関する支援 

保育課 

学務課 

指導室 

（関係各課） 

  

 

 

 

 パートナーからの暴力（ＤＶ）に悩んでいませんか。 

 暴力には、なぐる、ける、物を投げつける、大声で怒鳴る、無視し続ける、交友関係を

制限する、勝手に相手の電話・メールをチェックする、生活費を渡さないなど、様々なも

のがあります。暴力は次第にエスカレートして、被害が深刻となることがあります。 

 相手との関係が「つらい」「なにかおかしい」と感じていたら、 

ひとりで悩まず、市・東京都・国の相談窓口や警察など関係機関へ 

一度ご相談ください。 

  

施策の方向（２）被害者支援の推進 

ßñĺĳēĵ 

施策① 安全確保と自立支援の実施 

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク 
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施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

相談機能の整備・充実、窓口に関する情報の周知を進めるとともに、被害者の置かれて

いる状況や背景を理解しながら適切な対応ができるよう取り組み、相談機能や連携体制の

充実を図ります。また、配偶者暴力相談支援センターに求められる機能についての研究を

引き続き進めていきます。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

35 

女性総合相談の活用 女性が生活の中で直面している様々

な悩みを相談できる場として、女性

総合相談を実施します。また、民間

支援組織等の情報収集に努め、相談

を通じ必要に応じた情報提供を行い

ます。 

企画政策課 

36 

男性に対する相談支

援窓口に関する情報

提供 

市報・市ホームページや刊行物等を

通じて、男性に対する相談支援窓口

に関する情報提供を行います。 

企画政策課 

37 

相談対応能力の向上 関係機関による研修会等へ参加し、

ＤＶに関する動向を把握するなど職

員の相談対応能力の向上に努めます。 

企画政策課 

（関係各課） 

 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

38 

庁内及び関係機関と

の情報共有・連携の

強化 

関係各課における情報共有や、状況

に応じた警察等関係機関との情報共

有など、連携強化に努めます。 

企画政策課 

（関係各課） 

39 

配偶者暴力相談支援

センターに関する機

能の研究 

国・東京都等の情報誌等を活用し、

他自治体の配偶者暴力相談支援セン

ターに関する情報を収集します。 

企画政策課 

 

 

 

  

施策の方向（３）相談・連携体制の整備・充実 

施策① 相談体制の整備・強化 

施策② 連携体制の充実 
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ストーカーやハラスメント、虐待等への適切な対応と対策 

ストーカーやセクシュアル・ハラスメント、虐待等は、ＤＶと並び男女共同参画社会

の形成を阻む一因です。これらの行為は、家庭や学校、地域、職場など様々な生活の場

で発生する可能性があり、だれもが被害者となる恐れがあるもので、社会的に許される

行為ではなく、その防止と支援に向けた取組が求められます。 

また近年はスマートフォンの普及やインターネット上の新たなコミュニケーション

ツールの広がりに伴い、「リベンジポルノ」など、様々な個人の尊厳を傷つける暴力行

為が問題となっています。 

全国的にみると児童虐待の通告児童数の推移は年々増加傾向にあることからも、関

係機関とのネットワークを強化する必要があります。 

家庭や学校、地域、職場など様々な生活の場における市民一人ひとりの安心と安全が

守られるよう、ストーカーや各種ハラスメント、虐待等の行為に対して、適切な対応・

支援体制が引き続き重要となります。 

 

 

施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

 

セクシュアル・ハラスメントを始めとする各種ハラスメントやストーカー、虐待等の防

止に向けて、意識啓発と相談窓口の整備・充実を進めていきます。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

40 

被害者等に関する個

人情報保護の支援 

ストーカー被害者からの申出により、

住民基本台帳の閲覧制限など支援措

置を実施し、関係機関、庁内関係各

課と連携した個人情報保護の支援を

します。 

企画政策課 

市民課 

（関係各課） 

41 

セクシュアル・ハラ

スメント等の防止の

推進 

セクシャル・ハラスメントをはじめと

する各種ハラスメントの防止について

啓発するとともに、相談先等の周知に

努めます。 

 

・男女平等に関する苦情処理窓口の

設置、女性総合相談の実施 

・人権・身の上相談の実施 

・市ホームページ等による関係法令

等の周知 

企画政策課 

広報秘書課 

（関係各課） 

施策の方向（１）ストーカーやセクシュアル・ハラスメント、虐待等への対策

の推進 

施策① ストーカーやセクシュアル・ハラスメントの防止対策・支援等の充実 

主要課題４ 
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施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

42 

児童・高齢者・障が

い者等に対する虐待

防止対策の推進 

児童・高齢者・障がい者等に対する

虐待防止と早期発見、被害者保護に

向け、関係機関のネットワークを基

に適切な支援を実施します。 

 

・虐待防止、権利擁護に関する啓発 

・要保護児童対策地域協議会の開催 

・障害者虐待防止センターの運営 

子育て支援課 

介護福祉課 

自立生活支援課 

 

 

  

施策② 虐待等の防止対策・支援等の充実 
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生涯を通じた心と身体の健康支援 

男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、人権を尊重しつつ、相手に対する思い

やりをもって生きていくことは、男女共同参画社会の形成に不可欠です。特に、女性は

妊娠や出産を含め、生涯を通じて男性とは異なる身体上・健康上の問題に直面すること

があります。このような女性特有の健康問題に対して支援していくとともに、女性自身

の自己決定が十分に尊重され、的確な自己管理を行えるよう支援していくことが重要

です。「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」（性と生殖に関する健康と権利）は、この

ような視点に立った概念であり、女性だけでなく、社会全体の理解を深めることが重要

です。 

また、生涯を通じて健康な心身を維持することは、自立した生活を営んでいく上で欠

かせない要素であり、市民共通の願いでもあります。市民一人ひとりが、健康で安全な

暮らしを続けられるよう、食生活やスポーツなどを通して、それぞれのライフステージ

に応じた健康管理と健康づくりを応援していく必要があります。さらに、うつ病を始め

とする心の健康の問題や、経済・生活問題が原因と考えられる中高年男性を中心とした

自殺の増加などの課題についても、引き続き支援するとともに、相談支援体制の更なる

強化を図る必要があります。 

 

 

施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

妊娠・出産期にある女性の母性保護と母子保健の充実を図るとともに、リプロダクティ

ブ・ヘルス／ライツの理解を深めるための情報提供に努めます。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

43 

各種健（検）診、保

健指導等の充実 

妊婦に対し母子健康手帳を交付し、母

子の健康保持と増進を図ることを目的

に、各種健康診査・検診、相談及び保

健指導を実施します。 

 

・妊婦健康診査 

・超音波検査、子宮頸がん検診 

健康課 

44 

母性の健康管理の情

報提供 

妊娠届を提出した妊婦に対し、就労し

ている妊婦のためのリーフレットの配

布等を行います。 

健康課 

 

 

施策の方向（１）女性のライフステージに応じた健康づくり 

施策① 母子保健事業等の推進 

主要課題５ 
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No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

45 

リプロダクティブ・

ヘルス／ライツに関

する情報提供 

 妊娠・出産について女性自身が自

己決定し、健康を享受することがで

きるよう、リプロダクティブ・ヘル

ス／ライツに関する情報提供に努め

ます。 

企画政策課 

 

 

 

 

 

1994 年にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱された概念で、今日、

女性の人権の重要な一つとして認識されるに至っています。リプロダクティブ・ヘルス／

ライツの中心課題には、いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のい

く性生活、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれており、ま

た、思春期や更年期における健康上の問題等生涯を通じての性と生殖に関する課題が幅広

く議論されています。 

（内閣府男女共同参画局 用語集） 

 

 

 

施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

生涯にわたって、だれもがいきいきと充実した生活が送れるよう、各年代に応じた心と

体の健康づくりを支援するとともに、健康と性に関する啓発と学習機会を提供していきま

す。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

46 

各種健（検）診等の

実施 

生活習慣病を中心とした疾病の予防・

早期発見・改善に向け、ライフステー

ジや性差に応じた各種健（検）診等を

実施します。 

 

・特定健診、特定保健指導 

・集団健康診査 

・各種がん検診（子宮がん検診、乳

がん検診等） 

・骨粗しょう症検診 

保険年金課 

健康課 
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施策の方向（２）性差や年代に応じた心と体の健康づくり 

施策① 健康づくりの推進 



54 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

47 

健康相談等の実施 健康保持・推進、健康意識の向上に

向け、健康相談会や健康講演会を開

催します。 

健康課 

48 

健康手帳の交付 各種健（検）診受診時などに、40歳

以上の市民を対象に自らの健康管理に

役立つ「健康手帳」を交付します。 

健康課 

49 
医療機関等との連携 休日、祝日及び年末年始に急病患者

に対する初療施設を確保します。 

健康課 

50 

食育の推進 「食」を通じた生活の質の向上を図

ることを目的として、栄養個別相談

や栄養集団指導を実施します。 

健康課 

51 

自殺予防に向けた取

組の推進 

メンタルヘルスや悩み相談など、自

殺予防に向けた取組を推進します。 

 

・メンタルチェックシステムの活用 

・ゲートキーパ養成研修 

・相談先の周知 

健康課 

 

 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

52 

成人を対象とした健

康教育の実施 

ライフステージに応じた望ましい生活

習慣や健康づくりの促進に向け、各種

健康教育を実施します。 

 

・糖尿病予防教室 

・骨粗しょう症予防教室 

・メタボリックシンドローム予防教室 

健康課 

53 

エイズ対策普及・啓

発 

エイズに関する正しい知識の普及及

び感染予防の啓発に向け、パンフレ

ット・ポスター等の掲示、保健所が

実施するエイズキャンペーンへの協

力を行います。 

健康課 

54 

性的な発達への適応

などの健康安全教育 

学習指導要領における飲酒・喫煙・薬

物の問題や発達段階に応じた性に関

する指導などについて共通理解を図

りながら指導します。 

指導室 

 

 

  

施策② 健康と性に関する学習・啓発の充実 
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様々な困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備 

晩婚化、未婚化、高齢者人口の増加などの社会状況の変化により、単身世帯やひとり

親世帯が増加し、特に女性については、出産・育児等による就業の中断や非正規雇用が

多いことなどを背景として、貧困等、生活上の困難に陥りやすい状況にあることが指摘

されています。 

仕事や家事・子育ての負担や経済的な負担がひとり親家庭ではより大きくなり、子育

ても仕事もすべて一人で抱え、不安定な形態での就労を余儀なくされるケースが多く

なっていると言われています。 

一人ひとりが地域社会の一員として、心豊かな暮らしを実現することや支援を必要

とする人が、安心して相談でき、必要な支援に繋げられるよう取組を進めていく必要が

あります。 

 

 

施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

生活の自立と安定を図るため、生活・就労・養育等において、様々な課題を抱える家庭

等に対し、各家庭のニーズに応じた支援を提供します。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

55 

援助を必要とする家

庭への子育て支援事

業の充実 

援助の必要な子育て家庭に、専門員に

よる訪問相談や各種訪問支援員を派遣

するなど、支援を行います。 

 

・育児支援ヘルパーの派遣、養育支援

訪問事業の実施 

子育て支援課 

56 

ひとり親家庭へのホ

ームヘルプサービス

の推進 

日常生活を営むのに著しく支障がある

ひとり親家庭に対して、一定の期間ホ

ームヘルパーを派遣し必要な家事や育

児支援のサービスを提供します。 

子育て支援課 

 

  

施策の方向（１）各家庭の状況等に応じた支援 

施策① 支援が必要な家庭への各種サポート 

主要課題６ 
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施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

ひとり親家庭等を始め、様々な困難を抱える家庭が地域で自立し、安心して生活ができ

るよう、相談機関の周知や連携を進めるとともに、相談支援体制の充実・強化に努めます。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

57 

生活困窮者自立相談

支援事業の実施 

小金井市福祉総合相談窓口において、

生活困窮者の複合的な課題に対応す

る相談、支援計画の策定、具体的な

支援サービスの提供等を行います。 

地域福祉課 

58 

「女性総合相談」の

充実（No.34再掲） 

女性が生活を営む中で直面している

様々な悩みについて、気軽に相談で

きる場として女性総合相談を実施し、

必要に応じた情報提供や保育に対応

するなど充実に努めます。 

企画政策課 

 

59 

ひとり親家庭及び女

性の相談支援の充実 

様々な問題を抱えたひとり親家庭及

び女性の相談に応じ、相談者のニー

ズにあわせた社会的自立を支援しま

す。 

子育て支援課 

60 

庁内の相談体制の充

実と相談機関の連携 

人権侵害を始め、幅広い分野で各種

相談支援を行い、市民の苦情・相談

を受け付けます。また、必要に応じ

た相談機関の周知等相談支援の充実

に努めます。 

広報秘書課 

61 

 

総合的で複雑な課題

に関する相談の受付 

「福祉総合相談窓口」において、年

齢や障がいの有無などにかかわらず、

全ての市民を対象に、複合的で複雑

な課題の解決に向けた支援を行いま

す。 

地域福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向（２）自立した生活への支援 

施策① 各種相談支援の実施 
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基本目標２ ワーク・ライフ・バランスの実現した暮らしをめざす  

 

 

 

 

 

家庭における男女共同参画の推進（小金井市女性活躍推進計画） 

男女がともに仕事と子育て、介護、地域活動など自らの望むバランスを実現し、充実

した生活を送るためには、多様な働き方を支援するための環境の整備が欠かせません。 

女性の就業率の高まり、ライフスタイルや世帯構造の変化にもかかわらず、今なお固

定的な性別役割分担意識は根強く、家庭生活における男女の役割分担にも現れていま

す。 

本市ではこれまでも、各個別計画に基づき、必要な子育て支援や介護等のサービスの

充実を図ってきましたが、令和２年（2020年）に実施した市民意識調査の結果をみる

と、女性の就労継続のために必要なことでは「保育施設や学童保育所など、子どもを預

けられる環境の整備」が男女とも依然として高い割合を占めています。また、男性の家

事・育児の参加をあたりまえと思う割合が高くなっていますが、依然として女性が家事

に時間を割いている時間が多い状況がうかがえます。 

さらに、晩婚化・晩産化の進行に伴い、子育てと介護の同時進行に直面する「ダブル

ケア」の問題や、仕事を持ちながら親の介護をする家族の介護離職も依然として課題と

なっています。 

男女が共に家事・育児・介護等を担いながら、「ワーク・ライフ・バランス」を実現

するためには、労働環境の改善とともに、固定的な性別役割分担意識や性差に対する偏

見の解消が必要です。男性の意識改革に加え、男性も家事・育児・介護等に積極的に取

り組めるよう、周囲の理解と、職場等の意識変革も含めた環境づくりが求められます。 

 

 

  

主要課題１ 

ワーク・ライフ・バランスの実現した暮らしをめざす 

基本目標Ⅱ 



58 

女性の就労継続のために必要なこと（上位５位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：小金井市 男女平等に関する市民意識調査報告書（令和２年） 

 

 

男性の家事・育児の参加について（上位３項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 女  性 ｎ=（394） 男  性 ｎ=（305） 

１ 
子どもにいい影響を 

与える 
73.4％ 

男性も家事・育児を行うのが

あたりまえだと思う 
67.9％ 

２ 
男性も家事・育児を行うのが

あたりまえだと思う 
67.5％ 

子どもにいい影響を 

与える 
53.8％ 

３ 男性自身も充実感が得られる 42.4％ 男性自身も充実感が得られる 38.0％ 

 

資料：小金井市 男女平等に関する市民意識調査報告書（令和２年） 
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施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

子育てと仕事の両立を支援するために、待機児童の解消をはじめ、保護者の多様なニー

ズに対応した保育サービスの充実と情報提供を進めていきます。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

62 

多様なニーズに対応

した保育サービスの

充実 

待機児童解消に向けた保育施設の整

備の他、多様な保育ニーズに応じた

サービスの充実を図ります。 

保育課 

63 

学童保育の推進 保護者の就労等により放課後の保育

を受けることができない小学校１年

生から３年生まで（障がいのある児

童は４年生まで）の児童の健全な育

成を図ることを目的に、学童保育を

推進します。 

児童青少年課 

64 

居宅訪問による子育

て支援事業の充実 

出産後における母子の健康維持と心

身のケアや、援助の必要な家庭への

相談支援など、居宅訪問による子育

て支援事業の充実を図ります。 

 

・新生児及び妊産婦を対象とした訪

問指導 

・援助の必要な家庭を対象とした訪

問相談や各種訪問支援 

健康課 

子育て支援課 

65 

親子で交流できるひ

ろば事業の推進 

親と子が安心して過ごせる場や交流

の場を提供するとともに、地域の子

育てグループや子育てボランティア

の育成・活動支援を行います。 

 

・子ども家庭支援センター「親子あ

そびひろば」 

・児童館「子育てひろば事業」、学童

保育所「学童ひろば」 

子育て支援課 

児童青少年課 

66 

放課後子ども教室の

実施 

放課後の子どもたちの安全・安心な

居場所作りのため、地域教育力を活

用した市立小学校の校庭・教室など

で、「放課後子ども教室」推進事業を

実施します。 

生涯学習課 

 

  

施策の方向（１）育児支援体制の整備 

施策① 地域での子育て支援体制の充実 
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No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

67 

子育てに関する情報

提供・相談の充実 

育児不安を解消するための子育て相

談や子どもの健康相談、子育てに関

する情報提供など、地域での子育て

支援の充実に努めます。 

 

・保健センターや市内集会施設にお

ける乳幼児個別健康相談 

・子ども家庭支援センターにおける

子育て相談、子育て講座他 

・市立保育園における子育て相談や

園庭開放、育児講座 

健康課 

子育て支援課 

保育課 
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施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

男性自身が男女共同参画やワーク・ライフ・バランスについての認識を深め、意識改革

を図ることや、男性自身が子育てや介護の知識を持つことにあわせ、パートナーと共に子

育てを楽しみながら、情報交換できる仲間づくりを進めます。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

68 

母子保健に対する男

性への啓発・支援 

妊娠・出産・育児に関する知識をパ

ートナーにも知ってもらうため、母

子手帳の交付とともに「父親ハンド

ブック」を配布します。 

健康課 

69 

父親の参画を促す各

種育児教室・相談の

実施 

出産、育児に関する各種教室・事業

に、男性パートナーが参加しやすい

環境を整えます。 

 

・両親学級 

・エンジェル教室・カルガモ教室 

健康課 

子育て支援課 

 

70 

父親向け交流事業の

推進 

父親と子ども、父親同士の交流を図

る事業を開催し、男性の家事・育児

参加を促進します。 

 

・子ども家庭支援センター親子あそ

びひろば「ゆりかご」での交流の

推進 

・児童館の子育てひろば 

子育て支援課 

児童青少年課 

71 

家族介護者への支援

の充実 

要介護者を介護している家族（男性

介護者も含む）等に対し、相談支援

や負担軽減等を目的とし、男性介護

者も参加しやすいようなテーマ設定

を考慮して家族介護教室等を実施し

ます。 

介護福祉課 

 

    

施策の方向（２）男性の家庭・地域活動への参画促進 

施策① 男性の家事・育児・介護への参画促進【重点】 



62 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

72 

男性の参加促進の視

点を踏まえた各種講

座の実施 

男性が地域参加しやすいよう、各種

講座については男性も興味を持てる

ようなテーマ設定に配慮します。ま

た、「市民がつくる自主講座」説明会

を通じ、男性の地域参加促進の視点

も踏まえた講座実施を促します。 

公民館 

73 

地域参加講座の開催 シニア世代を対象に、地域参加への

きっかけづくりと参加促進のための

講座を実施します。 

生涯学習課 

 

 

施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

男女がともに、高齢者や障がい者等の介護における役割を担うとともに、介護を担う方

の負担軽減を図るため、各種福祉サービスの充実、サービス利用に関する情報提供に努め

ます。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

74 

高齢者福祉・介護保

険サービスの充実と

相談支援 

介護を必要とする方が地域での在宅

生活を継続できるよう、またその家

族が仕事と介護の両立が無理なくで

きるよう、各種サービス提供体制の

充実と、サービス利用に関する相談

を行います。 

 

・地域包括支援センターによる相談

対応 

・高齢者福祉のしおりの発行 

・介護保険サービス利用Ｑ＆Ａの発

行 

介護福祉課 

75 

障がい福祉サービス

の推進と相談支援 

障がい者の自立と社会参加を支援す

るため、様々な相談に応じた助言や

指導等を行い、障害福祉計画に基づ

く障害福祉サービスの適切な提供に

努めます。 

自立生活支援課 

76 

家族介護者への支援

の充実（No.71再掲） 

要介護者を介護している家族等に対

し、相談支援や負担軽減等を目的と

した家族介護教室等を実施します。 

介護福祉課 

施策② 男性の地域活動への参画促進 

施策の方向（３）介護等への支援体制の整備 

施策① 高齢者・障がい者等への社会的支援の充実 
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働く場における男女共同参画の推進（小金井市女性活躍推進計画） 

内閣府が示す「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」では、仕事と

生活の調和が実現した社会とは、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働

き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高

年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」としていま

す。 

しかし、依然として、男性・正社員の長時間労働や男女の賃金格差、非正規労働者の

固定化など、就労をめぐる問題は多くあります。令和２年（2020年）に実施した市民

意識調査の結果をみても、仕事に携わる時間は、８時間以上が女性で30.7％、男性で

52.8％となっており、特に男性は「10時間以上」でみても27.2％と高く、長時間労

働の傾向があります。しかし、生活における優先度の理想をみると、理想の生活の優先

度は、男女とも「『仕事』と『家庭生活』と『地域・個人の生活』をともに優先したい」

が比較的高くなっています。 

人生100年時代をまえに、性別に関わりなく働きたい人がやりがいをもって職業生

活を送ることのできる社会づくりを視野に入れながら、一人ひとりが働きやすく、自ら

の能力の向上や活躍をめざすことができる社会に向けワーク・ライフ・バランスへの理

解促進を図っていきます。 

 

仕事に携わる時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：小金井市 男女平等に関する市民意識調査報告書（令和２年） 

  

主要課題２ 
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(394)

(305)
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答
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生活における優先度（理想） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：小金井市 男女平等に関する市民意識調査報告書（令和２年） 

 

 

 

施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

自らの希望するバランスで仕事と生活の調和が図れるよう、市民、事業者に対して、多

様で柔軟な働き方についての情報提供を行うなど、各種制度の普及、啓発等により、ワー

ク・ライフ・バランスの普及・啓発を進めます。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

77 

ワーク・ライフ・バ

ランス（仕事と生活

の調和）の普及・啓

発 

市報・市ホームページ等を通じた周

知をはじめ、こがねいパレット等

様々な場を活用し、ワーク・ライ

フ・バランスの普及・啓発を進めて

いきます。 

企画政策課 

（関係各課） 

78 

多様な働き方の普

及・啓発 

各種リーフレットの配布や、就労支

援サイト「こがねい仕事ネット」に

よる求人情報の提供、東小金井事業

創造センターでの起業相談・各種セ

ミナーなど、様々な場を活用し、多 

様な働き方の普及・啓発に努めます。 

経済課 

  

施策の方向（１）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に向けた環

境づくり 

施策① 一人ひとりが働きやすい職場づくりの促進【重点】 
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(394)
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答
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施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

性別によらず、だれもが個人の能力を十分に発揮し、雇用機会や待遇等が確保されるよ

う、相談窓口の周知や各種情報提供を行うとともに、事業所の主体的な取組を促します。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

79 

労働相談などの各種

相談窓口の周知 

労働相談などの各種相談窓口の周知

を行います。 

 

・「ポケット労働法」や関連パンフレ

ットの配布 

・就労支援サイト「こがねい仕事ネ

ット」の活用 

・メンタルチェックシステムの活用 

経済課 

（関係各課） 

80 

関連法令等の周知徹

底 

市ホームページ等を通じて、働く男

女に関連する法令等の情報を提供し

ます。 

 

・市ホームページによる「男女雇用

機会均等月間」等の周知 

・就労支援サイト「こがねい仕事ネ

ット」の活用 

・「ポケット労働法」や関連パンフレ

ットの配布 

企画政策課 

経済課 

81 

公共調達における男

女共同参画の尊重 

総合評価落札方式の一般競争入札を

適用する場合において、男女共同参

画等の項目を設定し、男女共同参画

を推進している企業への入札加点項

目とします。 

管財課 

 

 

  

施策の方向（２）働く場における男女平等の推進 

施策① 雇用の場における男女共同参画 
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女性の活躍と多様な働き方への支援（小金井市女性活躍推進計画） 

就業は生活の経済的基盤であり、自己実現につながるものです。働きたい人が性別に

かかわりなくその能力を十分に発揮できる社会づくりは、ダイバーシティの推進につ

ながり、重要な意義を持っています。 

しかし、令和２年に実施した市民意識調査の結果をみると、女性が仕事を持つことに

対する考えは、男女とも「結婚や出産にかかわりなく、継続して仕事をもつほうがよい」

が半数を超えていて、女性が仕事を持つことに対する意識は高い傾向にあることが分

かります。 

様々な生き方、働き方があることを前提に、各人が自らの希望により就業形態を選択

し、能力を十分に発揮することができるよう、就業、起業等においても、女性が活躍で

きるよう支援を進める必要があります。 

 

女性が仕事を持つことに対する考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：小金井市 男女平等に関する市民意識調査報告書（令和２年） 
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施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

就職、再就職、起業等を希望する女性に対し、情報提供や相談支援等、女性の就業、職

域拡大、キャリアアップ、起業を促進するための様々な支援を行っていきます。また、農

業・自営業等に携わる男女がともに快適に働くことができるよう、就労環境の改善に向け

た取組を促進します。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

82 

女性のための就職支

援講座 

就労を希望している女性に対し、東

京しごとセンター多摩と連携し、女

性のための就職支援講座を開催しま

す。 

企画政策課 

83 

職業能力の向上に向

けた機会・情報の提

供 

職業能力向上のための情報をパンフ

レット等で提供するとともに、市報・

ホームページ等でも情報提供します。 

経済課 

84 

こがねい仕事ネット

を活用した就業支援 

就労支援サイト「こがねい仕事ネッ

ト」を活用し、求人情報や就労に役

立つセミナー、面接会等の情報を掲

載します。 

経済課 

85 

東小金井事業創造セ

ンターを活用した起

業支援 

女性を含めた市内での創業機運を高

めるため、東小金井事業創造センタ

ーにおいて相談や各種セミナー、各

種制度等の情報を提供します。 

経済課 

86 

事業所との連携及び

情報提供 

安心して働ける雇用環境や待遇の確

保、女性を含めた方々の人材育成や

登用の促進に向け、市内事業所への

情報提供に努めます。 

経済課 

 
 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

87 

女性農業者への研修

の促進 

東京都農業経営者クラブが主催する

先進地視察、勉強会、セミナー等へ

の女性農業者への参加を促進します。 

経済課 

88 

家族経営協定の締結

促進 

家族経営協定を結ぶ認定農業者を増

やすため、広報を積極的に実施する

他、農家支部別座談会等を活用して

家族経営協定についての説明を行い

ます。 

経済課 

89 

商工会等との連携 経営力向上や地域振興を目的とした

小金井市商工会青年部、女性部の活

動を支援します。 

経済課 

施策の方向（１）女性の就労に関する支援 

施策① 女性の就業支援・起業支援 

施策② 農業・自営業等における男女共同参画の推進 
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市民がともに参画する地域づくりや市民活動の促進 

個人が自らの持つ能力や知識を活かし、生きがいを持って地域社会に関わっていく

ことは、一人ひとりが充実した生活を実現することにつながります。市内には地域で活

動を展開する市民活動・ボランティア活動団体やＮＰＯ法人が多く、市民と地域活動と

の関わりは非常に身近であるといえます。活力あるまちづくりを推進するためには、多

様な人材や団体が地域で活躍することが必要です。 

令和２年（2020年）に実施した市民意識調査の結果をみると、地域活動の参加状況

は男女とも「特に参加していない」が最も高く、参加している活動をみると、おおむね

女性が男性よりも高くなっている傾向にあります。地域の中心的役割を担える女性リ

ーダーの育成も視野に入れ、女性のエンパワーメントに注力していくことや、また地域

活動に関する情報提供や団体育成及び活動の場の提供などにより、ボランティア活動

や地域活動への関心を高め、引き続き参画を促進することが必要です。 

  

主要課題４ 
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地域活動の参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：小金井市 男女平等に関する市民意識調査報告書（令和２年） 
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施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

地域活動やボランティア等に、男女がともに積極的・主体的に参画できる環境づくりを

支援します。また、地域での男女共同参画の意識を深め、自治会長など地域リーダーへの

女性の起用を促進します。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

90 

市民活動団体等の活

動の支援 

市民を対象に、協働意識の向上を目

的として、市内ＮＰＯ法人により構

成されるＮＰＯ法人連絡会と共催し

て講演会を実施します。 

コミュニティ文化課 

91 

青少年のための各種

教室等の開催 

青少年を対象としてスポーツや科学

の楽しさや学ぶ楽しさを伝えるため、

各種教室、催事等の開催を支援しま

す。 

 

・スポーツ教室の実施 

・科学の祭典の開催 

生涯学習課 

92 

各地域活動団体への

支援 

高齢者福祉や、環境、子育て支援、

青少年健全育成など、様々な領域で

活動する地域団体の活動を支援しま

す。 

介護福祉課 

子育て支援課 

児童青少年課 

生涯学習課 

 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

93 

国内研修事業への参

加の促進 

男女共同参画への市民参加を促進す

るため、国内研修事業への参加費用

の一部を補助します。 

企画政策課 

94 

児童館ボランティア

の育成 

児童館事業（夏期クラブ、わんぱく

団等）で、中・高校生世代のボラン

ティア育成に取り組みます。 

児童青少年課 

 

  

施策の方向（１）地域づくり活動における男女共同参画の推進 

施策① 地域活動団体等の活動促進 

施策② 地域における女性のエンパワーメントの拡大 
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No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

95 

ボランティア育成の

促進と地域リーダー

の育成 

地域を支える人材育成としてボラン

ティア講座を開催し、各種研修会を

通じた地域リーダーの育成に努めま

す。 

 

・小金井市、国分寺市、小平市、東

京学芸大学連携によるボランティ

ア講座 

・地区委員研修会、スポーツ推進委

員研修会 

生涯学習課 

96 

市民活動団体リスト

の活用 

市民活動団体の活動情報発信、他団

体との交流・連携とともに、これか

ら活動を始めたい方が市民活動団体

にアクセスできるよう、市民活動団

体リストを作成・更新します。 

コミュニティ文化課 
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基本目標３ 男女共同参画を積極的に推進する  

 

 

 

 

 

政策・方針決定過程への男女の参画 

政策・方針決定過程への男女の参画は、生活に関わる身近な課題に多様な意見を公

平・公正に反映させることができ、市民があらゆる分野において利益を享受することに

つながります。 

また、近年、国内各所で大規模な自然災害が発生しています。災害時は、女性と男性

では受ける影響に違いが生じるため、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制を確

立する必要があります。 

社会は、多様化、複雑化しており、政策・方針決定過程に女性の参画が進むことは、

多様な価値観を取り入れた豊かで活力のある社会の実現にもつながります。あらゆる

分野の政策・方針決定過程への男女の参画を引き続き促進します。 

 

施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

審議会等に参画する女性委員の比率の向上に取組を進めます。また、地域と行政が一体

となって課題解決を図るために防災・防犯などの分野において、男女がともに参画し、活

躍できるよう取り組んでいきます。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

97 

審議会委員等への女

性の登用の促進 

審議会等への女性参画率目標50％に

向け、定期的に実態把握を行うとと

もに、全庁に向け、一層の女性登用

を促します。 

企画政策課 

98 

防災・防犯分野にお

ける男女共同参画の

推進 

防災・防犯分野における審議におい

て、様々な意見を得られるよう男女

の偏りがないよう配慮し、審議会委

員等における女性比率の向上を図り

ます。また、男女双方の視点に配慮

した防災・防犯対策を推進します。 

地域安全課 

 

  

主要課題１ 

男女共同参画を積極的に推進する 

基本目標Ⅲ 

施策の方向（１）政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

施策① 男女の市政参画の促進【重点】 
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No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

99 

指導的立場への登用

に向けた女性のキャ

リア支援 

市女性職員におけるキャリアデザイ

ン支援及び管理職への登用を含めた

意識啓発の向上を図るため、女性キ

ャリア支援研修を実施します。また、

教職員に対し、主任教諭、主幹教諭、

管理職への受験勧奨を行います。 

職員課 

指導室 

 

 

 

 

市民参加・協働による男女共同参画の推進 

男女共同参画社会の実現に向けて、市が実施する施策だけではなく、市民、事業所、

関係団体等の地域社会全体が課題を共有し、互いの役割と責任を果たしながら、自主的、

主体的な活動をすることは重要です。 

本市では、平成16年（2004年）に「小金井市市民参加条例」を施行し、市民の市

政への参加と、行政と市民との協働を重視したまちづくりに向けた取組を進めていま

す。また、平成15年（2003年）に施行された「小金井市男女平等基本条例」におい

ても、市民や事業者、団体等との連携・協力のもと、男女共同参画を推進することがう

たわれています。 

市民一人ひとりがそれぞれの立場で男女共同参画の意義や必要性を認識し、主体的

な取組を行えるよう、引き続き、市民参加と協働のもとに男女共同参画施策を推進して

いきます。 

 

施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

市民、市民活動団体等とパートナーシップを築き、市民参加・協働による男女共同参画

事業を展開します。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

100 

男女共同参画関係団

体への支援・連携 

男女共同参画関係団体が主催する事

業の後援など、市民や地域団体と協

働しながら広く市内の男女共同参画

を推進します。 

企画政策課 

 

  

主要課題２ 

施策の方向（１）市民参加・協働による事業展開 

施策① 市民や地域団体との協働 
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No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

101 

市民や市民活動団体

等との連携 

市民参加による男女共同参画施策の

実施や、市内で活動する様々なＮＰ

Ｏ法人、活動団体と連携した市民参

加・協働による男女共同参画事業を

展開します。 

 

・市民編集委員による情報誌「かた

らい」の発行 

・市民実行委員等との連携による

「こがねいパレット」の実施 

・提案型協働事業の実施 

・市職員の市内ＮＰＯ法人派遣研修

の実施 

企画政策課 

コミュニティ文化課 

職員課 

 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

102 

多様な市民参加の推

進 

市民参加条例に基づき、附属機関等

における委員構成は、男女の偏りが

ないよう配慮し、多様な市民参加を

推進します。 

企画政策課 

103 

（仮称）男女平等推

進センター整備の検

討 

他の公共施設の検討の機会を捉え、

（仮称）男女平等推進センターのあ

り方について検討するとともに、他

自治体におけるセンター機能等情報

の把握に努めます。 

企画政策課 

104 

女性談話室の活用 男女共同参画関係資料等の情報提供

を行うとともに、オープンスペース

利用の周知を行い、女性談話室の活

用を図ります。 

企画政策課 

  

施策② 参画を促す環境づくり 
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推進体制の充実・強化 

男女共同参画に関する施策は、行政の各分野や市民生活の様々な分野に関わるもの

です。そのため、市民、ボランティア、ＮＰＯ、企業などの多様な主体と連携して、そ

れぞれの持つ資源やノウハウを活用し、男女が互いにその人権を尊重し、責任を分かち

あいつつ、取り組む必要があります。また、市職員一人ひとりが男女共同参画を実践し、

男女共同参画の視点を持って取組を進めていくことも重要です。 

本市では、「小金井市特定事業主行動計画」に基づいて、子育てや介護との両立に対

する理解の促進と職場環境の整備、女性職員の活躍支援に努めています。本市職員の男

女共同参画の推進状況については、管理職者に占める女性の割合は16.9％（令和２年

４月１日現在）となっており、庁内の様々な部門での男女平等の視点にたった職員配置

をより一層進め、多角的な視野からの行政運営に今後も努めていく必要があります。 

今後も、施策推進の中心となる職員一人ひとりが男女共同参画について理解し、意識

をもちながら日々の仕事に取り組み、男女共同参画のさらなる推進にむけて、庁内の連

携を充実させることで、有効的かつ総合的な計画の推進体制の確立を図ります。 

 

 

施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

多様な視点からの施策推進に向け、職員一人ひとりが市民の先頭に立って男女共同参画

社会を体現できるよう、庁内関係部署と連携し庁内の環境づくりを進めます。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

105 

働きやすい職場環境

の整備 

一人ひとりが働きやすい職場環境を

めざし、小金井市特定事業主行動計

画に基づき職場環境を整備します。ま

た、教職員については、各種研修会

や推進委員会を通じて、男女平等に

向けた環境整備と理解を深めます。 

職員課 

指導室 

106 

男女平等の視点に立

った配置内容への配

慮 

市職員を対象とした人事異動・昇任

の際は、男女平等の視点に立った配

置を実践します。 

職員課 

 

  

主要課題３ 

施策の方向（１）庁内の男女平等の推進 

施策① 市職員や教職員の男女平等に向けた環境整備【重点】 
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施策の方向（１）人権・男女平等の意識改革の推進 

 

本計画を着実に総合的に実行するため、庁内組織として「男女共同参画施策推進行政連

絡会議」を設置し、計画の推進等に取り組むとともに、事業の進捗状況について定期的に

点検・調査し、改善の要否を検討するなどの進行管理を適切に行います。また、「男女平等

推進審議会」の意見を取り入れながら、男女共同参画社会の実現に向けて計画の推進に取

り組みます。 

 

施策① 人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進【★】 

 

No 事 業 名 事 業 内 容 担当課 

107 

庁内連携の強化 施策の計画的な推進に向け、男女共

同参画施策推進行政連絡会議を開催

し、庁内関係各課との連携のもとに

施策を推進します。 

企画政策課 

108 

男女平等推進審議会

の運営 

公募市民や学識経験者による男女平

等推進審議会を運営し、市の男女共

同参画に関する取組への意見や提言

を受け、施策に活かします。 

企画政策課 

109 

計画の進捗管理 毎年度、施策や事業の実施状況を調

査し、男女平等推進審議会における

検討と提言を受け、その結果を各課

へフィードバックすることにより、

施策の効果的な推進に反映していき

ます。 

 

・進捗状況調査報告書の作成、公表 

企画政策課 

110 

国・都・他自治体と

の連携及び情報共有 

国や東京都、近隣自治体の動向を把

握するとともに、他自治体等との連

携や情報交換を図ります。 

企画政策課 

 

 

 

施策の方向（２）計画の推進体制の強化 

施策① 計画推進体制の整備 
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資料編 
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資料編 

１ 策定経過    

（１）第８期・第９期男女平等推進審議会開催経過 
 回数 開催日 審議事項 

第
８
期 

第７回 令和元年７月25日 ・（仮称）第６次男女共同参画行動計画（案）の策定について 

・男女共同参画施策の推進について   

・（仮称）男女平等推進センターのあり方について  

第８回 令和元年10月25日 ・（仮称）第６次男女共同参画行動計画（案）の策定について 

・男女共同参画施策の推進について   

・（仮称）男女平等推進センターのあり方について 

第９回 令和元年12月20日 ・（仮称）第６次男女共同参画行動計画（案）の策定について 

・男女共同参画施策の推進について   

・（仮称）男女平等推進センターのあり方について  

第
９
期 

第１回 令和2年2月6日 ・委員の委嘱について  

・会長及び副会長の互選について  

・審議会の進め方について  

・男女平等推進審議会（第９期）の審議内容について   

第２回 中止 （新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言発令に

より開催を中止した。） 

第３回 令和2年7月10日 ・（仮称）第６次男女共同参画行動計画の策定について  

・計画案検討スケジュールについて  

・第５次男女共同参画行動計画推進状況調査結果（令和元年

度実績）について 

・小金井市パートナーシップ宣誓制度（案）について 

第４回 令和2年8月24日 ・男女共同参画施策の推進について  

・（仮称）第６次男女共同参画行動計画（素案）について  

・小金井市パートナーシップ宣誓制度（案）について  

第５回 

令和2年10月8日 ・男女共同参画施策の推進について  

・（仮称）第６次男女共同参画行動計画（素案）について  

・市民懇談会について  

第６回 令和2年11月19日 ・（仮称）第６次男女共同参画行動計画（素案）について 

・男女共同参画施策の推進について 

・推進状況報告書に対する評価及び意見について 

第７回 令和３年２月８日  
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（２）男女共同参画施策推進行政連絡会議開催経過 

  開催日 審議事項 

令
和
元
年 

第１回   

令
和
２
年 

第２回   

   

 

  

要確認中 
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２ 小金井市男女平等推進審議会委員名簿    

（１）第８期委員名簿 
自平成３０年１月２３日   
至令和 ２年１月２２日   

区 分 所   属 氏   名 

学識 

経験者 

民生委員・児童委員（主任児童員） 浦野
う ら の

 知美
と も み

 

東京学芸大学准教授 ○遠座
え ん ざ

 知恵
ち え

 

国際ソロプチミスト 東京―小金井 本川
ほんがわ

 交
よしみ

 

東京農工大学 女性未来育成機構 松本
まつもと

 千
ち

穂
ほ

 
市立小中学校長会 
（至平成31年３月３1日） 森川

もりかわ

 覚
さとる

 

市立小中学校長会 
（自平成31年４月1日） 塩原

しおばら

 真一
しんいち

 

公募市民 

川原
かわはら

 美紀
み き

 

◎佐藤
さ と う

 百合子
ゆ り こ

 

瀬上
せのうえ

 ゆき
ゆ き

 

濱
はま

野
の

 智
とも

徳
のり

 

日野
ひ の

 絵里子
え り こ

 

    ◎会長 ○副会長               （敬称省略） 名簿は五十音順 

 

 

（２）第９期委員名簿 
自令和２年１月２３日   
至令和４年１月２２日   

区 分 所   属 氏   名 

学識 

経験者 

国際ソロプチミスト 東京―小金井 石田
い し だ

 静子
し ず こ

 

民生委員・児童委員 永
え

並
なみ

 和子
か ず こ

 

東京学芸大学大学院 教授 ○倉持
くらもち

 清美
き よ み

 

市立小中学校長会 塩原
しおばら

 真一
しんいち

 

東京農工大学 女性未来育成機構 松本
まつもと

 千
ち

穂
ほ

 

公募市民 

唐家
か ら け

 妙子
た え こ

 

川原
かわはら

 美紀
み き

 

◎佐藤
さ と う

 百合子
ゆ り こ

 

牧野
ま き の

 まや 

吉田
よ し だ

  孝
たかし

 

    ◎会長 ○副会長               （敬称省略） 名簿は五十音順  
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３ 小金井市男女共同参画施策推進行政連絡会議設置要綱 

平成５年４月８日制定 

改正 

平成 ９年４月 １日 

平成１１年４月 １日 

平成１３年４月 １日 

平成１４年４月 １日 

平成１５年４月 １日 

平成１９年４月 １日 

平成２１年４月 １日 

平成２４年６月２６日 

平成２５年４月 １日 

平成２７年４月１５日要綱第４５号 

平成２８年４月２５日要綱第７３号 

（目的） 

第１条 小金井市における男女共同参画施策を推

進するため、行政内部において連絡調整を図り問

題解決に向けての検討を効果的に進めるために、

小金井市男女共同参画施策推進行政連絡会議（以

下「連絡会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 連絡会議は、男女共同参画施策における各

分野についての問題点、課題、方策等を明らかに

し、新しい男女共同参画社会の実現を目指す行動

計画の策定に係る検討を行い、策定後は推進状況

を把握するとともに、必要事項について調査、研

究し、検討を行うものとする。 

２ 市長が必要と認めた男女共同参画施策に係る

私的諮問機関等が設置された場合は、機関が要望

又は指摘する事項の協議、検討を行うものとする。 

（組織） 

第３条 連絡会議の議長は、企画財政部長とし、各

部及び行政委員会のうち、部制の置かれた次に掲

げる各部の庶務担当課長職者及び男女共同参画

施策関連課長職者をもって組織する。 

(１) 企画財政部 企画政策課長、男女共同参画

担当課長、広報秘書課長 

(２) 総務部 総務課長、地域安全課長、職員課

長、管財課長 

(３) 市民部 市民課長、コミュニティ文化課長、

経済課長、保険年金課長 

(４) 環境部 環境政策課長 

(５) 福祉保健部 地域福祉課長、生活福祉担当

課長、自立生活支援課長、介護福祉課長、高齢

福祉担当課長、健康課長 

(６) 子ども家庭部 子育て支援課長、保育課長、

保育政策担当課長、児童青少年課長 

(７) 都市整備部 都市計画課長 

(８) 学校教育部 庶務課長、学務課長、指導室

長 

(９) 生涯学習部 生涯学習課長、図書館長、公

民館長 

２ 新しい男女共同参画社会の実現を目指す行動

計画を策定するに当たり議長が必要と認めたと

きは、別に組織する男女共同参画社会の実現を目

指す小金井市行動計画策定検討委員会（以下「委

員会」という。）を置くことができる。委員会に

ついての要領は別に定めるものとする。 

３ 議長が必要と認めたときは、第１項に規定する
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者以外に、協議事項に関係のある課長職者及び職

員の出席を求めることができる。 

（招集等） 

第４条 連絡会議は、必要に応じて開催することと

し、議長が招集する。 

（庶務） 

第５条 連絡会議の庶務は、企画財政部企画政策課

において処理する。 

付 則 

この要綱は、平成５年４月８日から施行する。 

付 則（平成９年４月１日） 

この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

付 則（平成１１年４月１日） 

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

付 則（平成１３年４月１日） 

この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

付 則（平成１４年４月１日） 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

付 則（平成１５年４月１日） 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

付 則（平成１９年４月１日） 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

付 則（平成２１年４月１日） 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

付 則（平成２４年６月２６日） 

この要綱は、平成２４年６月２６日から施行する。 

付 則（平成２５年４月１日） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

付 則（平成２７年４月１５日要綱第４５号） 

この要綱は、平成２７年４月１７日から施行する。 

付 則（平成２８年４月２５日要綱第７３号） 

この要綱は、平成２８年４月２５日から施行する 

。 
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４ 男女共同参画に関する動き   

年 国際的な動き 国の動き 東京都の動き 小金井市の動き 

１９７５年  

(昭和50年） 

○国際婦人年世界会

議（メキシコシテ

ィ）で「世界行動

計画」採択 

○国会で「婦人の社会

的地位向上に関する

決議」採択 

○総理府に「婦人問題

企画推進本部」「婦

人問題担当室」設置

(9月） 

○東京都議会で「婦人

の社会的地位向上に

関する決議」採択 

 

１９７６年  

(昭和51年） 

○ILO事務局に「婦人

労働問題担当室」

設置 

○「国連婦人の十

年」スタート（～

1985年） 

○民法改正(離婚後婚

氏続称制度の新設)

（6月） 

○第1回日本婦人問題

会議開催 

○「都民生活局婦人計

画課」設置 

 

１９７７年  

(昭和52年） 

 ○｢国内行動計画｣策定 

(1月） 

○「国内行動計画前期

重点目標」決定 

○国立婦人教育会館開

設(10月） 

○「婦人関係行政推進

協議会」「東京都婦

人問題会議」設置 

○婦人相談センター開

設 

○「福祉を語る婦人の

つどい」第１回開催 

１９７８年  

（昭和53年） 

  ○東京都｢婦人問題解

決のための東京都行

動計画｣策定 

（11月） 

 

１９７９年  

(昭和54年) 

○国連総会で｢女子差

別撤廃条約｣採択 

（12月） 

 ○東京都婦人情報セン

ター開設 

（4月） 

 

１９８０年  

(昭和55年) 

○第2回世界会議(コ

ペンハーゲン)で

｢国連婦人の10年後

半期行動プログラ

ム｣採択 

（7月） 

○「女子差別撤廃条

約」署名式 

○民法改正(配偶者の

相続分改正、寄与分

制度新設)（5月） 

○女子差別撤廃条約署

名（7月） 

○「職場における男女

差別苦情処理委員

会」設置 

○市議会において「婦

人に対するあらゆる

形態の差別撤廃条約

の早期批准に関する

意見書」採択 

１９８１年  

(昭和56年) 

○女子差別撤廃条約

発効（9月） 

○ILO第156 号条約

（男女労働者特に

家族的責任を有す

る労働者の機会均

等及び均等待遇に

関する条約）採択

（ILO総会） 

○｢国内行動計画後期

重点目標｣策定（5

月） 

○母子福祉法改正

（「母子及び寡婦福

祉法」と改称）（6

月） 

○「東京都婦人問題協

議会」設置 

○「諸外国への女性派

遣事業」実施 

 

１９８２年  

(昭和57年) 

○国連総会「国際平

和と協力の促進へ

の婦人の参加に関

する宣言」採択 

   

１９８３年  

(昭和58年) 

  ○東京都｢婦人問題解

決のための新東京都

行動計画｣策定（1

月） 

 

１９８４年  

(昭和59年) 

 ○改正国籍法成立 (父

系血統主義から父母

両血統主義へ)（5

月） 

 ○福祉部保育婦人課に

「婦人施策推進室」

設置 

○婦人問題懇談会を設

置（年内解散） 

○「婦人行動計画」策

定 
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年 国際的な動き 国の動き 東京都の動き 小金井市の動き 

１９８５年  

(昭和60年) 

○第3回世界会議(ナ

イロビ)で｢婦人の

地位向上のための

ナイロビ将来戦略｣

採択（7月） 

○国民年金法改正(女

性の年金権確立)（4

月） 

○「男女雇用機会均等

法」成立 

（施行は1986年） 

○労働基準法一部改正

（施行は1986年） 

○女子差別撤廃条約批

准（6月） 

 ○市報こがねい「婦人

のひろば」設置 

○「東京都諸外国への

女性派遣事業」に市

民派遣 

○婦人問題会議設置

（市民） 

○「婦人問題に関する

意識と生活実態調

査」実施 

１９８６年  

(昭和61年) 

 ○男女雇用機会均等法

施行（4月） 

 ○「婦人関係行政連絡

会議」設置（庁内） 

○「福祉を語る婦人の

集い」10年史発行 

○「婦人問題を考える

くらしとことば」発

行 

○「婦人団体・グルー

プ名名簿」発行 

１９８７年  

(昭和62年) 

 ○｢西暦2000年に向け

ての新国内行動計

画｣策定（5月） 

 ○婦人行動計画推進の

ための提言（婦人問

題会議） 

○第１回「こがねい女

性フォーラム」の開

催 

○「作文集 女性の自

立・男性の自立」発

行 

１９８８年  

(昭和63年) 

 ○労働基準法の一部改

正 

(労働時間の短縮) 

 ○第２期「婦人問題会

議」設置（市民） 

○「婦人問題相談事

業」開始 

○婦人会館内に「婦人

談話室」を設置 

○「東京都諸外国への

女性派遣事業」に市

民派遣 

○情報誌「かたらい」

発行 

１９８９年  

(平成元年) 

○国連総会で｢児童の

権利に関する条約｣

採択（11月） 

○総理府｢婦人の現状

と施策｣報告書第1回

発表（3月） 

○法例一部改正（婚

姻、親子関係等にお

ける男性優先規定の

改正等） 

  

１９９０年  

(平成2年) 

○国連経済社会理事

会で｢婦人の地位向

上のためのナイロ

ビ将来戦略の実施

に関する第1回の見

直しと評価に伴う

勧告及び結論｣採択

(3月） 

○ILO第171 号条約

（夜業に関する条

約）採択（ILO総

会） 

 ○東京都男女平等参画

推進会議設置 

○東京都男女平等参画

審議会設置 

○婦人行動計画推進の

ための提言（第２期

婦人問題会議） 

○第３期「婦人問題会

議」設置（市民） 

○女性海外派遣事業開

始 

○「婦人問題を考える

くらしとことば そ

のⅡ」発行 

○「市報こがねい婦人

のひろば―５年のあ

ゆみ―」発行 
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年 国際的な動き 国の動き 東京都の動き 小金井市の動き 

１９９１年  

(平成３年) 

 ○｢西暦2000年に向け

ての新国内行動計画

(第一次改定)｣策定

（5月） 

○「育児休業等に関す

る法律（育児休業

法）」公布（5月） 

○女性問題解決のため

の東京都行動計画

「21世紀へ 男女平

等推進とうきょうプ

ラン」策定 

○組織改正により、

「福祉部保育婦人課

婦人施策推進室」か

ら「企画財政部広報

広聴課女性施策推進

室」へ移管 

○「国内交流集会」市

民宿泊参加（1997年

まで） 

○「男女平等に関する

意識と生活実態調

査」実施 

１９９２年  

(平成4年) 

 ○育児休業法施行（4

月） 

○初の婦人問題担当大

臣設置 

○東京女性財団設立 

（7月） 

○21世紀へ向けて「男

女平等推進小金井市

行動計画」策定への

提言（第３期女性問

題会議） 

○「東京都諸外国への

女性派遣事業」に市

民派遣 

１９９３年  

(平成5年) 

○国連総会で｢女性に

対する暴力の撤廃

に関する宣言｣採択

（12月） 

○世界人権会議で

「ウィーン宣言」

採択 

○「短時間労働者の雇

用管理の改善等に関

する法律（パートタ

イム労働法）」施行

(12月) 

○中学校技術・家庭科

男女共修実施 

 ○庁内推進組織再編成

「女性施策推進行政

連絡会議」設置 

○「女性行動計画策定

検討委員会」発足

（庁内） 

１９９４年  

(平成6年) 

○国際人口･開発会議

(カイロ)が開催さ

れ、リプロダクテ

ィブ・ヘルス／ラ

イツを含む新行動

計画を採択 

（9月） 

○ILO第175 号条約

（パートタイム労

働に関する条約）

採択（ILO総会） 

○児童の権利に関する

条約批准 

○総理府に「男女共同

参画室」「男女共同

参画審議会」設置

（6月） 

○「男女共同参画推進

本部」発足（7月） 

○「男女共同参画推進

本部」設置 

○高等学校家庭科男女

必修実施 

 ○第２次行動計画「と

もに生きる小金井市

行動計画」策定 

１９９５年  

(平成7年) 

○第4回世界女性会議

(北京)で｢北京宣

言｣及び｢行動綱領｣

採択 

（9月） 

○「育児・介護休業

法」成立 

○ILO第156 号条約 

批准 

○｢東京ウィメンズプ

ラザ｣開館（11月） 

○「男女共同参画研究

会議」設置（市民） 

○第４回世界女性会議

「ＮＧＯフォーラム

北京」へ派遣 

１９９６年  

(平成8年) 

 ○｢優生保護法｣改正

(名称を｢母体保護

法｣へ) 

（6月） 

○｢男女共同参画2000

年プラン｣策定（12

月） 

 ○審議会等の女性参画

推進に関する提言

（男女共同参画研究

会議） 

○「こがねい女性ネッ

トワーク」設立 

○男女平等都市宣言 

１９９７年  

(平成9年) 

 ○｢男女共同参画審議

会設置法｣施行（3

月） 

○｢男女雇用機会均等

法｣｢労働基準法｣｢育

児･介護休業法｣改正

（6月） 

 ○「女性人材リスト」

作成 

○「東京都諸外国への

女性派遣事業」に市

民派遣 

１９９８年  

(平成10年) 

 ○男女共同参画審議会

｢男女共同参画社会

基本法｣答申（6月） 

○「婦人週間」を「女

性週間」へ改名 

○東京都｢男女が平等

に参画するまち東京

プラン｣策定（3月） 

○「市報こがねい女性

のひろば ５年のあ

ゆみ―第２集」発行 

○「男女平等推進のた

めの小金井市職員の

意識調査」実施 
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年 国際的な動き 国の動き 東京都の動き 小金井市の動き 

１９９９年  

(平成11年) 

 ○(改正)「男女雇用機

会均等法｣｢労働基準

法｣｢育児・介護休業

法｣施行（4月） 

○「男女共同参画社会

基本法」成立・施行

(6月) 

 ○「女性市議会」開催 

○「男女平等に関する

市民意識・実態調

査」実施 

２０００年  

(平成12年) 

○国連特別総会「女

性2000年会議」(ニ

ューヨーク)を開催 

(北京行動綱領の検

証、政治宣言・成

果文書)6月 

○「ストーカー行為規

制法」施行（11月） 

○男女共同参画計画策

定（12月） 

○「東京都男女平等参

画基本条例」施行

（3月） 

○情報誌「かたらい」

の作成に市民編集委

員制導入 

２００１年  

(平成13年) 

 ○内閣府に男女共同参

画会議及び男女共同

参画局設置（1月） 

○「ＤＶ防止法」成立 

○「男女共同参画週

間」実施 

○「東京都男女平等を

進める会」設置 

○―男女共同参画社会

の実現をめざして―

「小金井市行動計

画」策定への提言

（第３期男女共同参

画研究会議） 

○組織名等の変更 

 ・「女性施策推進

室」を「男女共同参

画室」に 

 ・「女性施策推進行

政連絡会議」を「男

女共同参画施策推進

行政連絡会議」に 

○（仮称）第３次小金

井市行動計画策定委

員会設置 

○「こがねい女性フォ

ーラム」を「こがね

いパレット」に改称

して実施 

２００２年  

(平成14年) 

 ○改正「育児・介護休

業法」施行（4月） 

○「男女平等参画のた

めの東京都行動計

画」策定（1月） 

○「配偶者暴力相談支

援センター業務」開

始 

 

２００３年  

(平成15年) 

○女性差別撤廃委員

会による日本レポ

ート審議、「最終コ

メント」（7月） 

○「次世代育成支援対

策推進法」施行（7

月） 

○「少子化社会対策基

本法」成立（7月） 

 

 ○第３次行動計画「個

性が輝く小金井男女

平等プラン」策定 

○「男女平等基本条

例」施行 

○「男女平等推進審議

会」設置（市民） 

○市報「女性のひろ

ば」を「みんなのひ

ろば」へ改称 

○「男女共同参画週間

のつどい」第１回開

催 

○情報誌「かたらい」

を年２回に増やして

発行 

２００４年  

(平成16年) 

 ○「性同一性障害者の

性別の取扱いの特例

に関す法律」施行

（7月） 

○「ＤＶ防止法」改正

（12月） 

○内閣府「配偶者から

の暴力の防止及び被

害者の保護に関する

基本方針」策定 

 ○男女共同参画団体・

グループ名簿新規作

成 

○ＤＶ相談緊急連絡先

広報カード作成 

○国内研修事業参加補

助を実施 

○苦情処理窓口及び苦

情処理委員設置 
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年 国際的な動き 国の動き 東京都の動き 小金井市の動き 

２００５年  

(平成17年) 

○国連「北京＋10」

世界閣僚級会合(第

49回国連婦人の地

位委員会)開催(ニ

ューヨーク・12

月） 

○改正「育児・介護休

業法」施行 

○男女共同参画計画

(第２次)策定（12

月） 

○「女性の再チャレン

ジ支援プラン」策定 

○少子化・男女共同参

画担当大臣設置 

 ○「女性人材リスト」

を新たに作成 

○「男女平等推進審議

会（第２期）」設置

（市民） 

２００６年  

(平成18年) 

 ○改正「男女雇用機会

均等法」施行 

○「女性の再チャレン

ジ支援プラン」改定 

○東京都配偶者暴力対

策基本計画策定（3

月） 

○「男女平等推進のた

めの小金井市職員意

識調査」実施 

２００７年  

(平成19年) 

 ○改正「男女雇用機会

均等法」施行（4

月） 

○「パートタイム労働

法」改正(5月) 

○「ＤＶ防止法」改正 

（7月） 

○「仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・

バランス）憲章」、

「仕事と生活の調和

推進のための行動指

針」策定 

○男女平等参画のため

の東京都行動計画チ

ャンス&サポート東

京プラン2007策定

（3月） 

○組織改正により「広

報広聴課男女共同参

画室」から「企画政

策課男女共同参画

室」へ移管 

○「男女共同参画週間

のつどい」を「男女

共同参画シンポジウ

ム」に改称して実施 

○「男女平等に関する

市民意識・実態調

査」実施 

○「男女平等推進審議

会（第３期）」設置

（市民） 

２００８年  

(平成20年) 

 ○改正「ＤＶ防止法」

施行(1月） 

○改正「パートタイム

労働法」施行(4月) 

  

２００９年 

（平成21年） 

○国際女性差別撤廃

委員会が日本政府

の第６次レポート

に対する最終見解 

○第１回女性に関す

るASEAN＋3会合 

○「ＤＶ相談ナビ」運

用開始 

○「育児・介護休業

法」改正（施行は

2010 年、一部の規

定は2015 年施行） 

○「東京都配偶者暴力

対策基本計画」改定

（3月） 

○「再就職支援講座」

を（財）21世紀職業

財団と共催 

○「男女平等推進審議

会（第４期）」設置

（市民） 

２０１０年 

（平成22年） 

○第54回国際婦人の

地位委員会におい

て「北京＋15」記

念宣言採択 

○「育児・介護休業

法」施行（6月） 

○第3次男女共同参画

基本計画策定（12

月） 

○「仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・

バランス）憲章」、

「仕事と生活の調和

推進のための行動指

針」改定 

 ○「配偶者暴力対策基

本計画」策定 

○「再就職支援講座」

を（財）東京しごと

財団東京しごとセン

ター多摩と共催 

 

２０１１年 

（平成23年） 

○UN Women（ジェン

ダー平等と女性の

エンパワーメント

のための国際機

関）発足 

○女性差別撤廃委員

会の最終見解に対

する日本政府コメ

ント（8月） 

○上記に対する委員

会のコメント（11

月） 

○「パープルダイヤル

－性暴力・ＤＶ相談

電話－」の開設 

○「男女平等参画のた

めの東京都行動計画

の改定にあたっての

基本的考え方につい

て」及び「東京都配

偶者暴力対策基本計

画の改定に当たって

の基本的考え方につ

いて」中間まとめ公

表 

○デートDV防止啓発パ

ンフレット作成 
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年 国際的な動き 国の動き 東京都の動き 小金井市の動き 

２０１２年 

（平成24年） 

○第56回国連婦人の

地位委員会「自然

災害におけるジェ

ンダー平等と女性

のエンパワーメン

ト」決議案採択 

○「「女性の活躍促進

による経済活性化」

行動計画」策定（6

月） 

○男女平等参画のため

の東京都行動計画策

定 

（3月） 

○東京都配偶者暴力対

策基本計画改定（3

月） 

○「男女平等推進審議

会（第５期）」設置

（市民） 

○「男女平等に関する

市民意識調査」実施 

○「男女平等推進のた

めの小金井市職員意

識調査」実施 

２０１３年 

（平成25年） 

 ○「ＤＶ防止法」一部

改正（6月） 

○「男女共同参画の視

点からの防災・復興

の取組指針」作成 

○「ストーカー行為規

制法」改正 

○「日本再興戦略」（6

月14日閣議決定）の

中核に「女性の活躍

推進」が位置付けら

れる 

 ○「第４次男女共同参

画行動計画」（「配偶

者暴力対策基本計

画」を内包）策定 

○「多摩３市（小金井

市・狛江市・国立

市）男女共共同参画

推進共同研究会」設

置 

 

２０１４年 

（平成26年） 

○第58回国連婦人の

地位委員会「自然

災害におけるジェ

ンダー平等と女性

のエンパワーメン

ト」決議案採択 

○「日本再興戦略」改

定2014に「『女性が

輝く社会』の実現」

が掲げられる 

○女性が輝く社会に向

けた国際シンポジウ

ム(WAW！Tokyo2014)

開催（9月） 

○内閣府「すべての女

性が輝く社会づくり

本部」設置（10月） 

 ○「男女平等推進審議

会（第６期）」設置

（市民） 

２０１５年 

（平成27年） 

○国連サミットで持

続可能な開発のた

めの2030アジェン

ダ採択（17のゴー

ルの1つにジェンダ

ー平等を掲げる）

（9月） 

○第59回国連婦人の

地位委員会閣僚級

会議「北京＋20」

開催 

○「女性活躍加速のた

めの重点2015」策定 

（6月） 

○女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関

する法律制定（8

月） 

○女性が輝く社会に向

けた国際シンポジウ

ム(WAW！2015)開催 

（8月） 

○第４次男女共同参画

基本計画策定（12

月） 

 

 ○「男女平等に関する

市民意識調査」実施 

○「男女平等推進のた

めの小金井市職員意

識調査」実施 

２０１６年 

（平成28年） 

○第60回国連女性の

地位委員会（3月） 

○国際女性差別撤廃

委員会が日本政府

の第7回及び第8回

報告に対する最終

見解（3月） 

○「女性活躍加速のた

めの重点2016」策定 

（5月） 

○女性が輝く社会に向

けた国際シンポジウ

ム(WAW！2016)開催 

（12月） 

 

○東京都女性活躍推進

白書策定（2月） 

○「東京都女性活躍推

進計画の策定に当た

っての基本的考え

方」及び「東京都配

偶者暴力対策基本計

画の改定に当たって

の基本的考え方」中

間まとめ公表（10

月） 

○「男女平等推進審議

会（第７期）」設置

（市民） 

○「小金井市特定事業

主行動計画（第2次

小金井市職員次世代

育成支援プラン、小

金井市女性職員活躍

推進プラン）」策定 

２０１７年 

（平成29年） 

 ○改正「育児・介護休

業法」施行（10月） 

○「東京都男女平等参

画推進総合計画」

（「東京都女性活躍

推進計画」、「東京都

配偶者暴力対策基本

計画」で構成）策定

（3月） 

 

○「第５次男女共同参

画行動計画」（「配偶

者暴力対策基本計

画」とともに「女性

活躍推進計画」を策

定し、内包）策定 

〇ワーク・ライフ・バ

ランスの推進に向け

て、イクボス宣言を

実施 
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年 国際的な動き 国の動き 東京都の動き 小金井市の動き 

２０１8年 

（平成30年）  

 ○「政治分野における

男女共同参画の推進

に関する法律」公

布・施行（5月） 

〇東京都オリンピック

憲章にうたわれる人

権尊 重の理念の実

現を目指す条例」制

定（10月） 

○「男女平等推進審議

会（第８期）」設置

（市民） 

〇多摩３市男女共同参

画共同研究会にて、

市民サポーター制度

実施（令和２年度ま

で） 

２０１9年 

（令和元年）  

 ○「婦人保護事業の運

用面における見直し

方針」検討（6月） 

○女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関

する法律」改正（6

月） 

〇「東京都性自認及び

性的指向に関する基

本計画」策定（12

月） 

○「男女平等に関する

市民意識調査」実施 

○「男女平等推進のた

めの小金井市職員意

識調査」実施 

２０２０年 

（令和２年）  

○第64回国連女性の

地位委員会（北京

＋25）開催（3月） 

○「児童虐待防止対策

の強化を図るための

児童福祉法等の一部

を改正する法律」の

施行（4月） 

○第５次男女共同参画

基本計画策定（12

月） 

 ○「男女平等推進審議

会（第９期）」設置

（市民） 

○小金井市パートナー

シップ宣誓制度の開

始（10月） 

２０２1年 

（令和３年）  

   ○「第６次男女共同参

画行動計画」（「配偶

者暴力対策基本計

画」とともに「女性

活躍推進計画」を策

定し、内包）策定 
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５ 用語集   

用語説明は、五十音順です。 

 

 
イクボス（新） 

部下や同僚等の育児や介護・ワーク・ライフ・バランス

等に配慮・理解があり、自らも仕事と生活の調和に取組

ことができる上司のことです。 

 

イクメン（新） 

育児に積極的に関わり、時には育児休暇をとる男

性、育児を楽しんで行なう男性のことです。 

 

エンパワーメント 

経済力や方針決定力、自己決定力などの力を身に

つけるという意味です。男女共同参画においては、経済

力や方針決定力が男性に集中している社会システムか

ら、女性も男性と対等の力を持つシステムに変革すること

が、女性の地位向上につながるという考え方です。 

 

 

 

家族経営協定 

農業等の家族従事者の労働の価値を適正に評価

し、経営上の役割分担や地位を明確にする家族内でつ

くられるルールのことで、労働報酬や経営方針の決定、

収益の分配、労働時間・休日等について、家族で話し

合って定めようするものです。家庭内の女性農業者の労

働環境の整備、経営方針決定参画等を目的としてい

ます。 

 

協働  

市民及び市が、お互いに尊重し理解して、それぞれの

役割と責任に基づき、対等の立場で連携協力して、市

民生活を充実させることです。 

 

合計特殊出生率（新） 

15歳から49歳までの女性の年齢別出生率の合計

で、1人の女性が一生の間に産む平均こども数を表しま

す。 

 

キャリアデザイン（新） 

自分がどんなライフスタイルを望んでいるかを考え、これ

からのキャリアを設計していくことです。 

 

 

 

ゲートキーパー 

自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応

（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必

要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のこ

とで、言わば「命の門番」とも位置付けられる人のこと

です。 

 

 

 

ジェンダー（新） 

「社会的・文化的に形成された性別」のことです。

人間には生まれついての生物学的性別（セックス／

sex）があります。一方、社会通念や慣習の中には、

社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」が

あり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的

に形成された性別」（ジェンダー／gender）といいま

す。「社会的・文化的に形成された性別」は、それ自

体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的に

も使われています。 
 

情報モラル 

「情報社会で適正に活動するための基となる考え

方や態度」のことであり、その範囲は「他者への影響を

考え、人権、知的財産権等自他の権利を尊重し情

報社会での行動に責任をもつこと」、「危険回避等情

報を正しく安全に利用できること」、「コンピュータ等の

情報機器の使用による健康とのかかわりを理解するこ

と」等、多岐にわたっています。 
 

ストーカー 

同じ人に対して「つきまとい等」を反復して行うことを

いい、特定の相手に対して恋愛や好意の感情、また

はそれが満たされなかったことに対する怨念の感情を充

足する目的による、つきまといや面会・交際の要求、

名誉毀損などの行為を指します。 
 

性自認（新） 

性自認とは、自分の性をどのように認識しているの

か、どのような性のアイデンティティ（性同一性）を自

分の感覚として持っているかを示す概念です。「こころ

の性」と呼ばれることもあります。 

多くの人は、性自認（こころの性）と生物学的な

性（からだの性）が一致していますが、この両者が一

致しないための違和感があったり、からだの性をこころの

性に近づけるために身体の手術を通じて性の適合を

望むことさえあります（性同一性障害）。 

【あ】 

【か】 

【さ】 
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性的指向（新） 

性的指向とは、人の恋愛・性愛がいずれの性別を対

象とするかを表すものであり、具体的には、恋愛・性愛の

対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男

女両方に向かう両性愛を指します。 

 

 

 

多文化共生 

国籍や民族、環境や価値観などの異なる人々が、互

いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしな

がら、地域社会の構成員としてともに生きていくことです。 

 

ダイバーシティ（新） 

性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が力

を発揮し、共存できる社会のことをダイバーシティ社会とい

います。 

 

男女共同参画社会（新） 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によ

って社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が

確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会

的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責

任を担うべき社会のことです。 

 

デートDV 

結婚前の恋人間で起こるＤＶのことをいいます。 

 

テレワーク（新） 

ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効

に活用できる柔軟な働き方です。所属オフィスから離れた

ところに居ながら、通信ネットワークを活用することにより、

あたかも所属オフィス内で勤務しているような作業環境に

ある勤務形態のことで、具体的には、「在宅勤務」「サテ

ライトオフィス勤務」「モバイルワーク」といった形態がありま

す。 

 

 

 

パートナーシップ宣誓制度（新） 

お互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継

続的な共同生活を行い、または継続して共同生活を行

うことを約束した、一方または双方が性的少数者（多

様な性自認または性的指向を持つ方をいいます。）であ

る二人が、市長に対しその関係を誓い、その内容が要件

を満たしていると認められたときに、「パートナーシップ宣誓

書及びパートナーシップの宣誓に関する確認書受領証」

と「パートナーシップ宣誓書受領カード」が交付されるもの

です（小金井市パートナーシップ宣誓制度）。 

 

ハラスメント（改） 

優越的な立場にある者が、逆らえない立場、弱い

立場にある者に対して、不適切かつ不当な言動によ

り相手を傷つけ、不快感・不利益な損害を与えること

をいい、「セクシュアル・ハラスメント」「パワー・ハラスメン

ト」「マタニティ・ハラスメント」などがあります。 

「セクシュアル・ハラスメント」とは、職場、学校、地

域その他社会のあらゆる場において、性的な言動によ

り相手方の生活を害し、また、性的な言動に対する

相手方の対応によって、その者に不利益を与えること

をいいます。 

「パワー・ハラスメント」とは、職権などのパワーを背景

にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格

と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を

悪化させ、あるいは雇用不安を与えることをいいます。 

「マタニティ・ハラスメント」とは、妊娠・出産・育児休

業の取得などを理由とする解雇、雇止め、降格や職

場内での嫌がらせなどのことをいいます。 

 

 

 

民間シェルター 

民間団体によって運営されている暴力を受けた被

害者のための緊急一時的に避難できる施設です。現

在民間シェルターでは、被害者の一時保護だけに止

まらず、相談への対応、被害者の自立に向けたサポー

トなど、被害者に対するさまざまな援助を行っていま

す。 

 

メディア・リテラシー 

メディアからの情報を無意識に受け取るのではなく、

その内容の背景や社会的な課題などについて読み解

く力や、あふれる情報を選択し、使いこなす力のことを

いいます。また情報を受け取るだけではなく、メディアを

使って発信する力のこともいいます。 

 

 

 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ 

（性と生殖に関する健康と権利） 

自らの身体について自己決定を行い健康を享受

する権利のことです。男女ともに持つ権利ですが、とり

わけ女性の重要な権利とされています。子どもを産む

か産まないか、産むとすればその時期や出産間隔を女

性が自己決定する権利を中心課題とし、広く女性の

生涯にわたる健康の確立をめざすものです。 

 

 

 

【た】 

【は】 

【ま】 

【ら】 
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リベンジポルノ 

別れた恋人や配偶者に対する報復として、交際時に

撮影した相手方のわいせつな写真や映像を、インターネッ

トなどで不特定多数に配布・公開するいやがらせ行為及

びその画像をいいます。 

 

 

 

ワーク・ライフ・バランス 

（仕事と生活の調和） 

仕事と生活の調和が実現した社会とは、「国民一人

ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責

任を果たすとともに、家庭や地域社会などにおいても、子

育て期、中高年期といった人生の各段階 

に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」（ワー

ク・ライフ・バランス憲章）です。「仕事の充実」と「仕事

以外の生活の充実」の好循環をもたらし、多様性に富ん

だ活力ある社会を創出することが、男女共同参画社会

の実現につながるものとして期待されています。 

 

 

 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

夫婦間や恋人など親しい間柄での暴力のことをいいま

す。身体的暴力のみならず、性的暴力や言葉による精

神的暴力などがあります。 

 

 

 

ＪＫビジネス（新） 

大都市の繁華街を中心に女子高校生（JK）等に

よるマッサージ、会話やゲームを楽しませるなどの接客サー

ビスを売り物とする営業が見られ、「JKビジネス」と呼ばれ

ています。 

 

 

 

ＬＧＢＴ 

Lesbian＝レズビアン（女性同性愛者）、Gay＝ゲ

イ（男性同性愛者）、Bisexual=バイセクシュアル

（両性愛者）、Transgender＝トランスジェンダー

（生まれたときに法律的／社会的に割り当てられた性

別にとらわれない性別のあり方を持つ人）、これらの頭文

字をつなげた言葉です。 

 

 

 

Ｍ字（型）曲線 

女性労働者の年齢階層別の労働力率（15歳以

上人口に占める労働力人口の割合）をグラフに表した

場合、主に30歳代をボトムとするＭ字カーブを描くことか

ら、女性労働者の働き方をＭ字曲線といいます。この現

象は、結婚・出産・育児の期間は仕事を辞めて家事・

育児に専念し、子育てが終了した時点で再就職すると

いう働き方を選択する女性が多いことによるものといわれ

ています。 

 

 

 

SDGs（エス・ディー・ジーズ）（新） 

2015年9月の国連サミットで全会一致で採択され

た、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性

のある社会の実現のための2030年を年限とする17の国

際目標（その下に、169のターゲット、232の指標が決

められている）。 

 

 

SOGI（ソジ／ソギ）（新）  

Sexual Orientation（性的指向）とGender 

Identity（性自認）の頭文字をとったもので、ソジまた

はソギと言います。セクシャリティは一人ひとり異なり、

LGBTという言葉だけでは包含できないほど多様な性のあ

り方が存在します。このため、「性的指向および性自認」

という全ての人が持っている概念を表す言葉として使われ

ています。 

  

【わ】 

【D】 

【L】 

【Ｍ】 

【Ｓ】 

【Ｊ】 
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６ 関連法令集   

（１）男女共同参画社会基本法 

（平成十一年六月二十三日法律第七十八号） 

 

最終改正：平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 

 

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条） 

附則 

 
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下

の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組

が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進め

られてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我

が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、

男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合

い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮

することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課

題となっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現

を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置

付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重

要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念

を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地

方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する

取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制

定する。 

 

   第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社

会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を

実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会

の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共

団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事

項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総

合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。  

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等

な構成員として、自らの意思によって社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会が確保さ

れ、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的

及び文化的利益を享受することができ、かつ、共

に責任を担うべき社会を形成することをいう。  

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る

男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積

極的に提供することをいう。  

 

（男女の人権の尊重）  

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人とし

ての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差

別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力

を発揮する機会が確保されることその他の男女の人

権が尊重されることを旨として、行われなければな

らない。  

 

（社会における制度又は慣行についての配慮）  

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会

における制度又は慣行が、性別による固定的な役割

分担等を反映して、男女の社会における活動の選択

に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女

共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれが

あることにかんがみ、社会における制度又は慣行が

男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響

をできる限り中立なものとするように配慮されなけ

ればならない。  

 

（政策等の立案及び決定への共同参画）  

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の
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対等な構成員として、国若しくは地方公共団体にお

ける政策又は民間の団体における方針の立案及び決

定に共同して参画する機会が確保されることを旨と

して、行われなければならない。  

 

（家庭生活における活動と他の活動の両立）  

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する

男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、

家族の介護その他の家庭生活における活動について

家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当

該活動以外の活動を行うことができるようにするこ

とを旨として、行われなければならない。 

 

（国際的協調）  

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会に

おける取組と密接な関係を有していることにかんが

み、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に

行われなければならない。  

 

（国の責務）  

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同

参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理

念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下

同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有す

る。  

 

（地方公共団体の責務）  

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女

共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じ

た施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性

に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

 

（国民の責務）  

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社

会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなけ

ればならない。  

 

（法制上の措置等）  

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上

の措置その他の措置を講じなければならない。  

 

（年次報告等）  

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会

の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策についての報告を提出しな

ければならない。  

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社

会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした

文書を作成し、これを国会に提出しなければならな

い。  

 

   第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関す

る基本的施策  

 

（男女共同参画基本計画）  

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計

画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定め

なければならない。  

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。  

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴い

て、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決

定を求めなければならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定が

あったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を

公表しなければならない。  

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更に

ついて準用する。  

 

（都道府県男女共同参画計画等）  

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案

して、当該都道府県の区域における男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策についての基本的な計

画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を

定めなければならない。  

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項に

ついて定めるものとする。  

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に

講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域にお

ける男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するために必要な

事項  

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男

女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域にお

ける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に

ついての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画

計画」という。）を定めるように努めなければならな

い。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計

画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。  
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（施策の策定等に当たっての配慮）  

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会

の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、

及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形

成に配慮しなければならない。  

 

（国民の理解を深めるための措置）  

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じ

て、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切

な措置を講じなければならない。  

 

（苦情の処理等）  

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情

の処理のために必要な措置及び性別による差別的取

扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要

因によって人権が侵害された場合における被害者の

救済を図るために必要な措置を講じなければならな

い。  

 

（調査研究）  

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共

同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究そ

の他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の策定に必要な調査研究を推進するように努めるも

のとする。  

 

（国際的協調のための措置）  

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協

調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との

情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する

国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な

措置を講ずるように努めるものとする。  

 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）  

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が

男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を

支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講

ずるように努めるものとする。  

 

   第三章 男女共同参画会議  

 

（設置）  

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会

議」という。）を置く。  

 

（所掌事務）  

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項

に規定する事項を処理すること。  

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関

係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成

の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び

重要事項を調査審議すること。  

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必

要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係

各大臣に対し、意見を述べること。  

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の

施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を

調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大

臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。  

 

（組織）  

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をも

って組織する。  

 

（議長）  

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。  

２ 議長は、会務を総理する。  

 

（議員）  

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣

総理大臣が指定する者  

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を

有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者  

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の

総数の十分の五未満であってはならない。  

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方

の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の

四未満であってはならない。  

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。  

 

（議員の任期）  

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年

とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残

任期間とする。  

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることがで

きる。  

 

（資料提出の要求等）  

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために

必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対

し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、

意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることが

できる。  

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要

があると認めるときは、前項に規定する者以外の者

に対しても、必要な協力を依頼することができる。  

 

（政令への委任）  

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織

及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項
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は、政令で定める。  

 

  附 則 抄  

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。  

 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第

七号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議

会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第一条

の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二

十一条第一項の規定により置かれた審議会となり、

同一性をもって存続するものとする。  

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第

一項の規定により任命された男女共同参画審議会の

委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三

条第一項の規定により、審議会の委員として任命さ

れたものとみなす。この場合において、その任命さ

れたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規

定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四

条第二項の規定により任命された男女共同参画審議

会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とす

る。  

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第

一項の規定により定められた男女共同参画審議会の

会長である者又は同条第三項の規定により指名され

た委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日

に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長と

して定められ、又は同条第三項の規定により審議会

の会長の職務を代理する委員として指名されたもの

とみなす。  

 

  附 則 （平成一一年七月一六日法律第一〇二号） 

抄  

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律

（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。  

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三

項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の

規定 公布の日 

 

(職員の身分引継ぎ) 

第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法

務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産

省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省

又は自治省（以下この条において「従前の府省」と

いう。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年法

律第百二十号）第八条の審議会等の会長又は委員長

及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査

会の会長及び委員並びに これらに類する者として

政令で定めるものを除く。）である者は、別に辞令

を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、こ

の法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務

省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産

省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下

この条において「新府省」という。）又はこれに置

かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の

際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置か

れる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置

かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの

相当の職員となるものとする。 

 

(別に定める経過措置) 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほ

か、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、

別に法律で定める。 

 

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇

号) 抄 

 

(施行期日) 

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平

成十三年一月六日から施行する。 
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（２）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

（平成十三年四月十三日法律第三十一号） 

 

最終改正：令和元年法律第四十六号 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の

下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に

向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為を

も含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者

の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、

配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であ

り、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴

力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実

現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の

実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し 被

害者を保護するための施策を講ずることが必要であ

る。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努

めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保

護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この

法律を制定する。 

 

第一章 総則 

 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」と

は、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすも

のをいう。以下同じ ）又はこれに準ずる心身に有

害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条

の二において「身体に対する暴力等」と総称する）

をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた

後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消さ

れた場合にあっては、当該配偶者であった者から引

き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとす

る。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの

暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をし

ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含み 「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事

実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離

婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を

防止するとともに、被害者の自立を支援することを

含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大

臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項に

おいて「主務大臣」という ）は、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基

本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三

項において「基本方針」という ）を定めなければ

ならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次

条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町

村基本計画の指針となるべきものを定めるものとす

る。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

ようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長

に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都

道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者
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の保護のための施策の実施に関する基本的な計画

（以下この条において「都道府県基本計画」とい

う）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ）は、基本方針

に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該

市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護のための施策の実施に関する基本的な計画

（以下この条において「市町村基本計画」という）

を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市

町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府

県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要

な助言その他の援助を行うよう努めなければならな

い。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相

談所その他の適切な施設において、当該各施設が配

偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすよ

うにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設にお

いて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターと

しての機能を果たすようにするよう努めるものとす

る。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務

を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に

応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う

機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学

的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行

うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合に

あっては、被害者及びその同伴する家族。次

号、第六号、第五条、第八条の三及び第九条に

おいて同じの緊急時における安全の確保及び一

時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するた

め 就業の促進、住宅の確保援護等に関する制度

の利用等について、情報の提供、助言、関係機

関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関への連絡その

他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整

その他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行

い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委

託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行う

に当たっては、必要に応じ配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団

体との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な

指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の

保護を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であっ

た者からの身体に対する暴力に限る。以下この章に

おいて同じ。）を受けている者を発見した者は、そ

の旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通

報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その旨

を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報す

ることができる。この場合において、その者の意思

を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪

の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前

二項の規定により通報することを妨げるものと解釈

してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その者

に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用につ

いて、その有する情報を提供するよう努めなければ

ならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護につい

ての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関

する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、

被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴

力相談支援センターが行う業務の内容について説明

及び助言を行うとともに、必要な保護を受けること

を勧奨するものとする。 
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（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が

行われていると認めるときは、警察法（昭和二十九

年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二

十三年法律第百三十六号）その他の法令の定めると

ころにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配

偶者からの暴力による被害の発生を防止するために

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道

警察本部の所在地を包括する方面を除く方面につい

ては、方面本部長。第十五条第三項において同

じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けて

いる者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防

止するための援助を受けたい旨の申出があり、その

申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力

を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定め

るところにより、当該被害を自ら防止するための措

置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生

を防止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五

号）に定める福祉に関する事務所（次条において

「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二

十五年法律第百四十四号 、児童福祉法（昭和二十

二年法律第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦

福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の

法令の定めるところにより、被害者の自立を支援す

るために必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警

察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は

市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保

護を行うに当たっては、その適切な保護が行われる

よう、相互に連携を図りながら協力するよう努める

ものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る

職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を

受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう

努めるものとする。 

 

第四章 保護命令 

 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し

害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この

章において同じ。）を受けた者に限る。以下この章

において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴

力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更

なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する

暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚

姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であ

った者から引き続き受ける身体に対する暴力。第十

二条第一項第二号において同じ。）により、配偶者

からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合に

あっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶

者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者

が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあ

っては、当該配偶者であった者から引き続き受ける

身体に対する暴力 。同号において同じ。）により、

その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大

きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、そ

の生命又は身体に危害が加えられることを防止する

ため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離

婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあって

は、当該配偶者であった者。以下この条、同項第三

号及び第四号並びに第十八条第一項において同

じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるもの

とする。ただし、第二号に掲げる事項については、

申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の

本拠を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、

被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠と

している住居を除く。以下この号において同

じ。）その他の場所において被害者の身辺につき

まとい、又は被害者の住居、勤務先その他その

通常所在する場所の付近をはいかいしてはなら

ないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、

被害者と共に生活の本拠としている住居から退

去すること及び当該住居の付近をはいかいして

はならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の

規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危

害が加えられることを防止するため、当該配偶者に

対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定によ

る命令の効力が生じた日から起算して六月を経過す

る日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるい

ずれの行為もしてはならないことを命ずるものとす

る。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事

項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得

ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファ

クシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メ

ールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から

午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミ

リ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信
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すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌

悪の情を催させるような物を送付し、又はその

知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り

得る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しく

はその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥

心を害する文書、図画その他の物を送付し、若

しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がそ

の成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第

十二条第一項第三号において単に「子」という。）

と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を

連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその

他の事情があることから被害者がその同居している

子に関して配偶者と面会することを余儀なくされる

ことを防止するため必要があると認めるときは、第

一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発

した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又

は身体に危害が加えられることを防止するため、当

該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号

の規定による命令の効力が生じた日から起算して六

月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶

者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下こ

の項において同じ。）、就学する学校その他の場所に

おいて当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住

居、就学する学校その他その通常所在する場所の付

近をはいかいしてはならないことを命ずるものとす

る。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、そ

の同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被

害者の親族その他被害者と社会生活において密接な

関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶

者と同居している者を除く。以下この項及び次項並

びに第十二条第一項第四号において「親族等」とい

う。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言

動を行っていることその他の事情があることから被

害者がその親族等に関して配偶者と面会することを

余儀なくされることを防止するため必要があると認

めるときは、第一項第一号の規定による命令を発す

る裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てによ

り、その生命又は身体に危害が加えられることを防

止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じ

た日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日

から起算して六月を経過する日までの間、当該親族

等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている

住居を除く。以下この項において同じ。）その他の

場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は

当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する

場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる

ものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未

満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意

（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人で

ある場合にあっては、その法定代理人の同意）があ

る場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係

る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないと

き又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄

する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各

号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることが

できる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による

命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次

に掲げる事項を記載した書面でしなければならな

い。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対す

る脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者

からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から

受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重

大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる

申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場

合にあっては、被害者が当該同居している子に関し

て配偶者と面会することを余儀なくされることを防

止するため当該命令を発する必要があると認めるに

足りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場

合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者

と面会することを余儀なくされることを防止するた

め当該命令を発する必要があると認めるに足りる申

立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員

に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は

援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実

があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警

察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時

及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置

の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第

五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合に

は、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げ

る事項についての申立人の供述を記載した書面で公

証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八条



 

 

102 

ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければな

らない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件に

ついては、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会

うことができる審尋の期日を経なければ、これを発

することができない。ただし、その期日を経ること

により保護命令の申立ての目的を達することができ

ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲

げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配

偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に

対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求め

た際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を

記載した書面の提出を求めるものとする。この場合

において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当

該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとす

る。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の

配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長

又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは

保護を求められた職員に対し、同項の規定により書

面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めるこ

とができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理

由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経

ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足

りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相

手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日におけ

る言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速や

かにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を

管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知する

ものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者

暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援

助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書

に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニま

でに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官

は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容

を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談

支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶

者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあって

は、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若し

くは保護を求めた日時がも遅い配偶者暴力相談支援

センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対して

は、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼ

さない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消

しの原因となることが明らかな事情があることにつ

き疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立て

により、即時抗告についての裁判が効力を生ずるま

での間、保護命令の効力の停止を命ずることができ

る。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所

も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定によ

る命令の効力の停止を命ずる場合において、同条第

二項から第四項までの規定による命令が発せられて

いるときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも

命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し

立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命

令を取り消す場合において、同条第二項から第四項

までの規定による命令が発せられているときは、抗

告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならな

い。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命

令について、第三項若しくは第四項の規定によりそ

の効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを

取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、そ

の旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談

支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並

びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につい

て準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令

の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該

保護命令を取り消さなければならない。第十条第一

項第一号又は第二項から第四項までの規定による命

令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた

日から起算して三月を経過した後において、同条第

一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が

効力を生じた日から起算して二週間を経過した後に

おいて、これらの命令を受けた者が申し立て、当該

裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がな

いことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定

による命令を発した裁判所が前項の規定により当該

命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項

の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の

申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発

せられた後に当該発せられた命令の申立ての理由と

なった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と
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同一の事実を理由とする同号の規定による命令の再

度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共

に生活の本拠としている住居から転居しようとする

被害者がその責めに帰することのできない事由によ

り当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算し

て二月を経過する日までに当該住居からの転居を完

了することができないことその他の同号の規定によ

る命令を再度発する必要があると認めるべき事情が

あるときに限り、当該命令を発するものとする。た

だし、当該命令を発することにより当該配偶者の生

活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該

命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定

の適用については、同条第一項各号列記以外の部分

中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号

及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文

の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」

とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに

第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同

項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは

「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八

条第一項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者

は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しく

は謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事

件に関する事項の証明書の交付を請求することがで

きる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立

てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の

期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の

送達があるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の

管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がその

職務を行うことができない場合には、法務大臣は、

当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務

する法務事務官に第十二条第二項（第十八条第二項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の

認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除

き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に

反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九

号）の規定を準用する。 

（高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令

に関する手続に関し必要な事項は、高裁判所規則で

定める。 

 

第五章 雑則 

 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、

捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において

「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当

たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境

等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わず

その人権を尊重するとともに、その安全の確保及び

秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害

者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解

を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとす

る。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及

び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の

更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回

復させるための方法等に関する調査研究の推進並び

に被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に

努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う

民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるも

のとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支

弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業

務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号

に掲げる費用を除く ） 。 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談

所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生

労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行

う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱す

る婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護

（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者

に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必

要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦

人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなければ

ならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道

府県が前条第一項の規定により支弁した費用のう

ち、同項第一号及び第二号に掲げるものについて

は、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる

費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した
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費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるも

の 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

 

第五章の二 補則 

 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章まで

の規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係に

おける共同生活に類する共同生活を営んでいないも

のを除く。）をする関係にある相手からの暴力（当

該関係にある相手からの身体に対する暴力等をい

い、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等

を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合に

あっては、当該関係にあった者から引き続き受ける

身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受け

た者について準用する。この場合において、これら

の規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第二十

八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と

読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。 

第二条 被害者 被害者（第二十八条の

二に規定する 

関係にある相手からの

暴力を受けた 

者をいう。以下同

じ ） 

第六条第一項 配偶者又は

配偶者であ

った者 

同条に規定する関係に

ある相手又は同条に規

定する関係にある相手

であった者 

第十条第一項

から第四項ま

で、第十一条

第二項第二

号、第十二条

第一項第一号

から第四号ま

で及び第十八

条第一項 

配偶者 第二十八条の二に規定

する関係にある者 

第十条第一項 離婚をし、

又はその婚

姻が取り消

された場合 

第二十八条の二に規定

する関係を解消した場

合 

 

第六章 罰則 

 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用

する第十条第一項から第四項までの規定によるもの

を含む。次条において同じ。）に違反した者は、一

年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）又は第二十

八条の二において読み替えて準用する第十二条第一

項（第二十八条の二において準用する第十八条第二

項の規定により読み替えて適用する場合を含む ）

の規定により記載すべき事項について虚偽の記載の

ある申立書により保護命令の申立てをした者は、十

万円以下の過料に処する。 

 

附 則〔抄〕 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。ただし、第二章、第六条

（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限

る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援センタ

ーに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条

の規定は、平成十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に

対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関し

て相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合にお

ける当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件

に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二

項及び第三項の規定の適用については、これらの規

定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、

「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行

後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案

し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措

置が講ぜられるものとする。 

 

附 則〔平成十六年法律第六十四号〕 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正

前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律（次項において「旧法」という。）第十条

の規定による命令の申立てに係る同条の規定による

命令に関する事件については、なお従前の例によ

る。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた

後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすも

のと同一の事実を理由とするこの法律による改正後

の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律（以下「新法」という。）第十条第一項第二

号の規定による命令の申立て（この法律の施行後初

にされるものに限る。）があった場合における新法
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第十八条第一項の規定の適用については、同項中

「二月」とあるのは、「二週間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三

年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討

が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜ

られるものとする。 

 

附 則〔平成十九年法律第百十三号〕〔抄〕 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正

前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同

条の規定による命令に関する事件については、なお

従前の例による。 

 

附 則〔平成二十五年法律第七十二号〕〔抄〕 

 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。 

 

附 則〔平成二十六年法律第二十八号〕〔抄〕  

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 略 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条

まで、第十二条及び第十五条から第十八条まで

の規定 平成二十六年十月一日 

 

附 則〔令和元年法律第四十六号〕〔抄〕  

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 

公布の日 

二 第二条（次号に掲げる規定を除く。）の規定並

びに次条及び附則第三条の規定 令和四年四月

一日 

三 第二条中児童福祉法第十二条の改正規定（同

条第四項及び第六項に係る部分並びに同条第一

項の次に一項を加える部分に限る。）及び同法第

十二条の五の改正規定 令和五年四月一日 
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（３）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

（平成二十七年法律第六十四号） 

 

最終改正：令和元年6月5日法律第二十四号 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画等（第八条―第十八条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第二十条・第二十一条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第二十二条―第二十九条） 

第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 

第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 

附則

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業

生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能

力を十分に発揮して職業生活において活躍すること

（以下「女性の職業生活における活躍」という。）

が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画

社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理

念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進

について、その基本原則を定め、並びに国、地方公

共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、

基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業

生活における活躍を推進するための支援措置等につ

いて定めることにより、女性の職業生活における活

躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が

尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の

需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応で

きる豊かで活力ある社会を実現することを目的とす

る。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業

生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏ま

え、自らの意思によって職業生活を営み、又は営も

うとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種

及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会

の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別に

よる固定的な役割分担等を反映した職場における慣

行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影

響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できる

ようにすることを旨として、行われなければならな

い。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活

を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他

の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職する

ことが多いことその他の家庭生活に関する事由が職

業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女

が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の

下に、育児、介護その他の家庭生活における活動に

ついて家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ

職業生活における活動を行うために必要な環境の整

備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑か

つ継続的な両立が可能となることを旨として、行わ

れなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たって

は、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本

人の意思が尊重されるべきものであることに留意さ

れなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の

職業生活における活躍の推進についての基本原則

（次条及び第五条第一項において「基本原則」とい

う。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の

推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施

しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用

し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業

生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者

の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の

整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国

又は地方公共団体が実施する女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する施策に協力しなければならな

い。 

 

第二章 基本方針等 

 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生

活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一

体的に実施するため、女性の職業生活における活躍

の推進に関する基本方針（以下「基本方針」とい
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う。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるも

のとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する

基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために

必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活

における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の

決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定が

あったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけれ

ばならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用す

る。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道

府県の区域内における女性の職業生活における活躍

の推進に関する施策についての計画（以下この条に

おいて「都道府県推進計画」という。）を定めるよ

う努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定めら

れているときは、基本方針及び都道府県推進計画）

を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職

業生活における活躍の推進に関する施策についての

計画（次項において「市町村推進計画」という。）

を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市

町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

 

第一節 事業主行動計画策定指針 

 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣

は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を総合的かつ効果的に実施することがで

きるよう、基本方針に即して、次条第一項に規定す

る一般事業主行動計画及び第十九条第一項に規定す

る特定事業主行動計画（次項において「事業主行動

計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下

「事業主行動計画策定指針」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる

事項につき、事業主行動計画の指針となるべきもの

を定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事

業主行動計画策定指針を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第二節 一般事業主行動計画等 

 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一

般事業主」という。）であって、常時雇用する労働

者の数が三百人を超えるものは、事業主行動計画策

定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業主

が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定

め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働

大臣に届け出なければならない。これを変更したと

きも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労

働省令で定めるところにより、採用した労働者に占

める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差

異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占

める女性労働者の割合その他のその事業における女

性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、

女性の職業生活における活躍を推進するために改善

すべき事情について分析した上で、その結果を勘案

して、これを定めなければならない。この場合にお

いて、前項第二号の目標については、採用する労働

者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数

の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある

労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用

いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で

定めるところにより、これを労働者に周知させるた

めの措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で

定めるところにより、これを公表しなければならな
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い。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主

行動計画に定められた目標を達成するよう努めなけ

ればならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が

三百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即

して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で

定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう

努めなければならない。これを変更したときも、同

様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般

事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合

について、第四項から第六項までの規定は前項に規

定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又

は変更した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規

定による届出をした一般事業主からの申請に基づ

き、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業

主について、女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良な

ものであることその他の厚生労働省令で定める基準

に適合するものである旨の認定を行うことができ

る。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定

一般事業主」という。）は、商品、役務の提供の用

に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる

書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるも

の（次項及び第十四条第一項において「商品等」と

いう。）に厚生労働大臣の定める表示を付すること

ができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品

等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付して

はならない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各

号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取

り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと

認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し

たとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたと

き。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申

請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、

当該事業主について、女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した

一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一

般事業主行動計画に定められた目標を達成したこ

と、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三

号）第十三条の二に規定する業務を担当する者及び

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）

第二十九条に規定する業務を担当する者を選任して

いること、当該女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の実施の状況が特に優良なものである

ことその他の厚生労働省令で定める基準に適合する

ものである旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特

例認定一般事業主」という。）については、第八条

第一項及び第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めると

ころにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公

表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働

大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用

する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次

の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認

定を取り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消

すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなった

と認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又

は虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの

法律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたと

き。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事

業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の

数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項

において同じ。）が、当該承認中小事業主団体をし

て女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとす

る場合において、当該承認中小事業主団体が当該募

集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二

十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第

三項の規定は、当該構成員である中小事業主につい

ては、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」

とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別

の法律により設立された組合若しくはその連合会で

あって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人
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で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの

（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限

る。）のうち、その構成員である中小事業主に対し

て女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

を実施するための人材確保に関する相談及び援助を

行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働

大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生

労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行った

ものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規

定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同

項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に

従事しようとするときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、募集時期、募集人員、募集地域その他

の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定め

るものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定

による届出があった場合について、同法第五条の三

第一項及び第四項、第五条の四、第三十九条、第四

十一条第二項、第四十二条第一項、第四十二条の

二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五

十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前

項の規定による届出をして労働者の募集に従事する

者について、同法第四十条の規定は同項の規定によ

る届出をして労働者の募集に従事する者に対する報

酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項

の規定はこの項において準用する同条第二項に規定

する職権を行う場合について、それぞれ準用する。

この場合において、同法第三十七条第二項中「労働

者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職

業生活における活躍の推進に関する法律第十六条第

四項の規定による届出をして労働者の募集に従事し

ようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該

労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあ

るのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三

の規定の適用については、同法第三十六条第二項中

「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働

者の募集に従事させようとする者がその被用者以外

の者に与えようとする」と、同法第四十二条の三中

「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（平成二十七年法律第六十四号）第十六条第四項の

規定による届出をして労働者の募集に従事する者」

とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第

二項の相談及び援助の実施状況について報告を求め

ることができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定によ

る届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業

主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研

究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集

の内容又は方法について指導することにより、当該

募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定

により一般事業主行動計画を策定しようとする一般

事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業

主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者へ

の周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づ

く措置が円滑に実施されるように相談その他の援助

の実施に努めるものとする。 

 

第三節 特定事業主行動計画 

 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又

はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事

業主」という。）は、政令で定めるところにより、

事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動

計画（特定事業主が実施する女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以

下この条において同じ。）を定めなければならな

い。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は

変更しようとするときは、内閣府令で定めるところ

により、採用した職員に占める女性職員の割合、男

女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的

地位にある職員に占める女性職員の割合その他のそ

の事務及び事業における女性の職業生活における活

躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における

活躍を推進するために改善すべき事情について分析

した上で、その結果を勘案して、これを定めなけれ

ばならない。この場合において、前項第二号の目標

については、採用する職員に占める女性職員の割

合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務

時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割

合その他の数値を用いて定量的に定めなければなら

ない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は

変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させ

るための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は

変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主

行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなけれ

ばならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組
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を実施するとともに、特定事業主行動計画に定めら

れた目標を達成するよう努めなければならない。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報

の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚

生労働省令で定めるところにより、職業生活を営

み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよ

う、その事業における女性の職業生活における活躍

に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければ

ならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働

者に対する職業生活に関する機会の提供に関す

る実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活と

の両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働

省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は

営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事

業における女性の職業生活における活躍に関する前

項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定

期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報

の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところ

により、職業生活を営み、又は営もうとする女性の

職業選択に資するよう、その事務及び事業における

女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情

報を定期的に公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対

する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との

両立に資する勤務環境の整備に関する実績 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するため

の支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推

進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業

の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を

推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を

営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の

関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の

情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務

の一部を、その事務を適切に実施することができる

ものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委

託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又

は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、

当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推

進に関する地方公共団体の施策を支援するために必

要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努める

ものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推

進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融

公庫その他の特別の法律によって設立された法人で

あって政令で定めるものをいう。）の役務又は物件

の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認

定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性の

職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況

が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業

主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要

な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事

業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実

施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活

における活躍の推進について、国民の関心と理解を

深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発

活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組に資するよう、国内外における女性

の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関す

る情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の

職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業

を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条にお

いて「関係機関」という。）は、第二十二条第一項

の規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定

により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他

の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報

を活用することにより、当該区域において女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組が効果的か

つ円滑に実施されるようにするため、関係機関によ

り構成される協議会（以下「協議会」という。）を

組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体

の区域内において第二十二条第三項の規定による事

務の委託がされている場合には、当該委託を受けた

者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認め

るときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加

えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 
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三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下こ

の項において「関係機関等」という。）が相互の連

絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍

の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の

緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組について

協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体

は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表

しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の

事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会

の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組

織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第五章 雑則 

 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必

要があると認めるときは、第八条第一項に規定する

一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一

般事業主である同条第七項に規定する一般事業主に

対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告

をすることができる。 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定

による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第八

条第一項に規定する一般事業主又は第二十条第二項

に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事

業主若しくは特例認定一般事業主である第八条第七

項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による

勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこ

れに従わなかったときは、その旨を公表することが

できる。 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、

第十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する

厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、その一部を都道府県労働局長に委任する

ことができる。 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律

の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

第六章 罰則 

 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安

定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命

令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年

以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一

年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏

らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六

月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしない

で、労働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法

第三十七条第二項の規定による指示に従わなか

った者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法

第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三

十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用

する場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十条第一項の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十条第二項の規定による立入り若しくは検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に

対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした

者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏ら

した者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理

人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業

務に関し、第三十四条、第三十六条又は前条の違反

行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人

又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処す

る。 

 

附 則 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただ

し、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条

を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並

びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日か

ら施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限

り、その効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に

従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密に
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ついては、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含

む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定す

る日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関し

て知り得た秘密については、第二十八条の規定（同

条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわ

らず、同項に規定する日後も、なおその効力を有す

る。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用

については、この法律は、第一項の規定にかかわら

ず、同項に規定する日後も、なおその効力を有す

る。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するものの

ほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場

合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要

があると認めるときは、この法律の規定について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする。 

 

附 則 （平成二九年三月三一日法律第一四

号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を

加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公

布の日 

二・三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五

十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六

条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一

条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改

正規定（「百分の五十を」を「百分の八十を」に

改める部分に限る。）、第四条の規定並びに第七

条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び第

六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第

五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第

十三条中国家公務員退職手当法（昭和二十八年

法律第百八十二号）第十条第十項第五号の改正

規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規

定、附則第十八条（次号に掲げる規定を除く。）

の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安

定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八

号）第三十八条第三項の改正規定（「第四条第八

項」を「第四条第九項」に改める部分に限

る。）、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善

等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三

号）第三十条第一項の表第四条第八項の項、第

三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第

三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び

第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項

の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第

二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の

規定並びに附則第三十三条（次号に掲げる規定

を除く。）の規定 平成三十年一月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規

定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対

する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法

律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 

附 則 （令和元年六月五日法律第二四号） 

抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超

えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働

者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する

法律第四条の改正規定並びに次条及び附則第六

条の規定 公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を

超えない範囲内において政令で定める日 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の

適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施

行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場

合において、この法律による改正後の規定の施行の

状況について検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと

する。 
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（４）小金井市男女平等基本条例 

（平成二十七年法律第六十四号） 

 

平成１５年６月２６日 

条例第２８号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第９条） 

第２章 基本的計画等（第１０条・第１１条） 

第３章 男女共同参画の推進に関する施策（第１２条―第２３条） 

第４章 苦情の処理等（第２４条・第２５条） 

第５章 男女平等推進審議会（第２６条―第３３条） 

第６章 雑則（第３４条） 

付則

前文 

女性と男性は、人として平等な存在であり、性差別

は人権の重大な侵害である。この理念は、世界人権宣

言にも、日本国憲法にもそれぞれ明確に述べられてい

る。 

小金井市では、女性による地域活動が半世紀以上前

から始まり、これが当時の「婦人問題施策」に進展し、

「小金井市婦人行動計画」の策定につながった。こう

した女性たちの先駆的な社会参画への活動とこれらを

背景とした市議会議員に占める女性議員の割合の高さ

などは、小金井市の持つ特質の一つを成している。男

女平等施策としては、国内外の取組に連帯し、平成８

年には「小金井市男女平等都市宣言」を行った。 

しかし、ジェンダーに基づく性差別は、意識的にせ

よ、無意識的にせよ、依然として根強く残っており、

家庭、地域、学校、職場その他一般的な慣行などに、

いまだ多くの課題を残している。このことは、少子高

齢化、国際化、高度情報化が進展する環境にあっては、

自由で活力ある社会の構築を阻害する要因となりうる。 

個人が自らの意思と尊厳を持って生きていくには、

すべての市民が個人として尊重され、男女が対等な立

場であらゆる分野に共同参画し、その個性と能力を十

分に発揮し、かつ、責任を分かち合う、男女平等社会

の実現が緊急かつ重要な課題となっている。 

小金井市では、豊かで活力と優しさにあふれた男女

平等社会の実現を目指し、その基本理念や総合的施策

を明確にするために、ここに条例を制定する。 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、男女平等社会の形成に関し、基

本理念を定め、市、市民、事業者及びその他の団体

の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推

進に関する市の施策の基本となる事項を定めること

により、男女共同参画の推進に関する施策（積極的

改善措置を含む。以下「男女共同参画施策」という。）

を総合的かつ効果的に推進し、もって男女平等社会

を実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 男女平等社会 男女が、性別にかかわりなく個

人として対等に尊重され、一人一人に自らの意思に

よる個性と能力を発揮する機会が確保されることに

より、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的

及び文化的利益を享受することができかつ、互いに

責任を分かち合う社会 

(２) 男女共同参画 男女平等社会の実現のために、

男女が対等な立場で問題解決のために共同参画する

こと。 

(３) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会について、性による格差が生じ

ていると見られる場合には、格差是正のために、必

要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当

該機会を積極的に提供すること。 

(４) ジェンダー 生物学的な性別とは区別して使わ

れる社会的、文化的に形成された性差 

(５) ジェンダー統計 ジェンダーの視点で男女間の

不平等の状況を数量として把握するため、性別区分

をもつ統計 

(６) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動等に

より当該言動を受けた個人の生活の環境を害するこ

と、又は性的な言動を受けた個人の対応により当該

個人に精神的、経済的その他の不利益を与えること。 

(７) ドメスティック・バイオレンス等 配偶者（婚姻

の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。以下この号において同じ。）又は

かつて配偶者関係にあった者に対する暴力的行為

（身体的、精神的、経済的、性的その他の苦痛を与

える行為をいう。以下同じ。）並びに当該暴力的行為

に起因する子及び高齢者への暴力的行為 
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(８) 市民 性別、年齢、国籍、人種、疾病又は障害の

有無、宗教、出身地、性的指向等にかかわらず、市

内に住み、勤務し、又は市内で学ぶすべての個人 

(９) 事業者 営利、非営利等の別にかかわらず、市内

において事業活動を行うすべての個人、法人及び団

体 

(10) その他の団体 前号の規定による団体以外の

すべての市内の団体 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる男女平等社会を

基本理念として促進されなければならない。 

(１) すべての人が、個人として尊重され、性別による

差別的取扱いを受けず、その個性と能力を発揮する

機会が確保される社会 

(２) 社会における制度や慣行が、性別による固定的

な役割分担等を反映して、あらゆる分野での男女共

同参画の推進を阻害することのないよう配慮される

社会 

(３) すべての個人が、社会の対等な構成員として、市

における政策又は事業者及びその他の団体における

方針の立案及び決定に共同して参画する機会を確保

される社会 

(４) 男女が、子の養育、介護その他の家庭生活におけ

る活動及び政治、経済、地域その他の社会生活にお

ける活動に対等な立場で参画し、責任を分かち合う

社会 

(５) 男女平等への取組が、国際社会における男女平

等への取組と密接な関係を有していることを深く認

識して、国際的協調の下に行われる社会 

（市の責務） 

第４条 市は、男女平等社会の実現のために、男女共

同参画による総合的な施策を策定し、計画的に実施

する責務を有する。 

２ 市は、男女共同参画を推進するに当たって、市民、

事業者、その他の団体、他の市区町村、東京都及び

国と相互に連携、協力及びその他必要な支援を図る

ことができるよう努めるものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、家庭、地域、職場、学校その他社会

のあらゆる分野において、第３条の基本理念にのっ

とり、自ら進んで男女共同参画の推進に努めるもの

とする。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画施策に協力す

るよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、男女平等社会の実現が事業活動の

発展にとって重要であることを認識し、第３条の基

本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めるも

のとする。 

２ 事業者は、市が実施する男女共同参画施策に協力

するよう努めるものとする。 

３ 事業者は、男女が職場における活動と家庭生活等

における活動との両立ができる環境の整備に努めな

ければならない。 

（その他の団体の責務） 

第７条 その他の団体は、男女平等社会の実現が団体

活動の発展にとって重要であることを認識し、第３

条の基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努

めるものとする。 

２ その他の団体は、市が実施する男女共同参画施策

に協力するよう努めるものとする。 

（性別による権利侵害の禁止） 

第８条 すべての人は、あらゆる場において、性別に

よる差別的取扱いをしてはならない。 

２ すべての人は、あらゆる場において、セクシュア

ル・ハラスメントを行ってはならない。 

３ すべての人は、家庭内等において、ドメスティッ

ク・バイオレンス等を行ってはならない。 

（市民に表示する情報に関する措置） 

第９条 市は、広く市民に表示される情報において、

性別による固定的な役割分担、セクシュアル・ハラ

スメント、ドメスティック・バイオレンス等その他

性差別を助長する表現が行われないよう必要な措置

を講ずる。 

２ 学校教育その他のあらゆる教育にかかわる者は、

男女平等に関する教育の一環としてメディアからの

情報を読み解き、自己発信する能力を養う教育を重

視し、学習機会を提供するよう努めなければならな

い。 

 

第２章 基本的計画等 

 

（行動計画の策定） 

第１０条 市長は、男女共同参画施策を総合的かつ計

画的に推進するための行動計画（以下「行動計画」

という。）を策定するものとする。 

２ 市長は、行動計画を策定するに当たっては、小金

井市男女平等推進審議会の意見を聴くとともに、市

民、事業者及びその他の団体の意見を反映させるよ

う努めなければならない。 

３ 市長は、行動計画を策定したときは、これを公表

しなければならない。 

４ 前２項の規定は、行動計画を変更する場合におい

ても適用する。 

（年次報告） 

第１１条 市長は、毎年、小金井市男女平等推進審議

会に、市の施策に関し男女平等社会の形成の観点か

らの評価及び意見を聴き、その概要を公表するとと

もに、男女平等社会の形成の現況及び男女共同参画

施策の実施状況についての報告書を作成し公表する

ものとする。 

 

第３章 男女共同参画の推進に関する施策 

 

（男女平等の意識づくりに関する啓発活動） 

第１２条 市は、男女共同参画の推進に当たり、市民、
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事業者、その他の団体、教職員、市に勤務する職員

等に対し、男女平等及び人権尊重の意識啓発のため

必要な施策を実施するものとする。 

２ 市は、男女共同参画の推進に当たり、市民、事業

者、その他の団体、教職員、市に勤務する職員等に

対し、メディアからの情報を読み解き、自己発信す

る能力を身につけるための措置を講ずるものとする。 

（家庭、地域、職場、学校等における暴力の根絶） 

第１３条 市は、家庭、地域、職場、学校その他あら

ゆる場所における身体的又は精神的暴力の根絶に向

けて、必要な措置を講ずるものとする。 

（個性及び能力が発揮される教育活動等の推進） 

第１４条 市は、学校教育その他生涯のあらゆる教育

活動及び学習活動並びに保育の場において、男女が

互いの人格を尊重し、性別にかかわりなくその個性

及び能力を十分に発揮できるような取組を促進する

ため、環境の整備を進めるとともに、その取組に対

する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（生涯を通じた男女の健康支援等） 

第１５条 市は、男女が生涯にわたり心身の健康を享

受できるよう必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、男女が、互いの人格を尊重し、性及び子を

産み育てることについて、理解を深め、自らの意思

で決定することができるよう性教育の充実その他の

必要な措置を講ずるものとする。 

３ 市は、女性が妊娠及び出産のための身体的機能を

持つことに配慮し、女性の生涯にわたる心身の健康

の保持及び増進を図るため、健康相談、医療の整備

及び充実その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（雇用の分野における男女平等の推進） 

第１６条 事業者は、雇用の分野において、男女平等

の推進に努めるものとする。 

２ 事業者及びその他の団体は、セクシュアル・ハラ

スメントその他の男女共同参画の推進を阻害する要

因の根絶に向けて、必要な措置を講ずるものとする。 

３ 事業者及びその他の団体は、性別にかかわりなく、

意思決定の過程に男女が共同参画する機会が確保さ

れるよう努めなければならない。 

４ 事業者及びその他の団体は、男女が職場における

活動、家庭生活等における活動との両立のために必

要な環境づくりに努めるものとする。 

（市における男女共同参画の推進のための取組） 

第１７条 市は、女性職員の募集、登用及び職域の拡

大について総合的かつ計画的な取組を推進するもの

とする。 

２ 市は、市の職場において次に掲げる措置を講ずる

よう努めるものとする。 

(１) 男女の職場における活動と家庭生活等における

活動との両立を支援するための措置 

(２) セクシュアル・ハラスメントその他の男女共同

参画の推進を阻害する人権侵害のない環境をつくる

ための措置 

３ 市は、附属機関その他の合議制の機関の委員その

他の構成員の選任に当たっては男女双方の利益を損

なわないよう配慮するものとする。 

（刊行物等に対する配慮） 

第１８条 市は、刊行物等を作成するに当たっては、

男女平等を阻害するような表現等がないよう配慮し

なければならない。 

（補助金の交付を受けた者に対する助言） 

第１９条 市は、市が単独で支出する補助金の交付を

受けた者に対し、その者の方針の立案及び決定への

女性の参画状況その他の男女平等社会の形成に関す

る取組状況について必要があると認めるときは、報

告を求め、助言を行うことができる。 

（調査研究、情報の収集及び分析） 

第２０条 市は、男女共同参画施策の策定に必要な調

査研究を行うものとする。 

２ 市は、男女共同参画施策を効果的に推進していく

ため、男女平等社会の形成に関する情報の収集及び

分析を行うものとする。 

３ 市は、男女共同参画の推進のために、ジェンダー

統計の整備及び作成をするものとする。 

（普及及び広報） 

第２１条 市は、市民、事業者及びその他の団体の男

女平等社会についての理解を促進するために、必要

な普及及び広報活動に努めるものとする。 

（拠点機能の整備等） 

第２２条 市は、男女共同参画施策を実施し、男女共

同参画施策への取組を支援するための総合的な拠点

施設を設置するものとする。 

（財政上の措置） 

第２３条 市は、男女共同参画施策を推進するため、

必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

第４章 苦情の処理等 

 

（苦情処理窓口の設置） 

第２４条 市長は、市が実施する男女共同参画施策も

しくは男女平等社会の形成に影響を及ぼすと認めら

れる施策についての苦情を受け、これを適切かつ迅

速に処理し又は性別による差別的取扱いその他の男

女平等社会の形成を阻害する人権侵害についての相

談を受け、これに適切かつ迅速に対応するための苦

情処理窓口を置く。 

２ 苦情又は相談は、前項の苦情処理窓口を通じて行

うものとする。 

３ 市長は、前項の規定により苦情又は相談を受けた

場合において、必要があると認めるときは、当該関

係機関等に対し、資料の提出及び説明を求めるもの

とする。この場合において、必要があると認めると

きは、当該関係機関等に対し、指導、助言又は是正

の勧告を行うものとする。 

４ 市長は、第２項に規定する苦情や相談を受けた場

合、小金井市男女平等推進審議会に報告するものと

する。 
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（男女平等苦情処理委員の設置） 

第２５条 市長は、苦情又は相談について、適切かつ

迅速に処理し、又は対応し、前条第３項に規定する

事務を処理するため、男女平等苦情処理委員（以下

「処理委員」という。）を置くことができる。 

２ 処理委員は、２人とし、男女平等問題について深

い理解と識見を有する者のうちから市長が委嘱する。 

３ 処理委員は、前条第３項の事務を処理するに当た

り、必要があると認められるときは小金井市男女平

等推進審議会と連携を図る。 

４ 処理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはな

らない。その職を退いた後も、また、同様とする。 

５ 前各項に定めるもののほか、苦情又は相談に関し

必要な事項は、規則で定める。 

第５章 男女平等推進審議会 

（設置） 

第２６条 男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推

進するため、市長の附属機関として、小金井市男女

平等推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２７条 審議会は、男女共同参画施策について調査、

企画、立案等を行い、市長に意見を述べることがで

きる。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、行動計画の評価、

改定その他男女平等社会の推進に関する重要事項に

ついて調査及び審議を行い、市長に答申する。 

３ 審議会は、必要に応じて男女平等社会の形成に関

して、市長に意見を述べることができる。 

（組織） 

第２８条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長

が委嘱する委員１０人以内をもって組織する。 

(１) 公募による市民 ５人以内 

(２) 学識経験者 ５人以内 

２ 委員の男女構成については、男女それぞれに偏り

がないように配慮しなければならない。 

（任期） 

第２９条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。

ただし、連続して３期を超えてはならない。 

（会長及び副会長） 

第３０条 審議会に、会長及び副会長各１人を置き、

委員のうちから互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、

又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議及び議事） 

第３１条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ、

会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって

決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。 

（関係機関等への協力要請） 

第３２条 審議会は、必要に応じて、関係機関、事業

者、その他の団体その他の委員以外の者に対し、審

議会への出席、説明、意見又は資料の提出を求める

ことができる。 

（会議の公開） 

第３３条 審議会の会議は、公開とする。ただし、公

開することが審議会の適正な運営に支障があると認

められるときは、非公開とすることができる。 

第６章 雑則 

（委任） 

第３４条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に

規則で定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１５年７月１日から施行する。

ただし、第４章の規定は、平成１６年４月１日から

施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に定められている男女共

同参画施策を総合的かつ計画的に推進するための行

動計画は、第１０条第１項の規定により定められた

行動計画とみなす。 

（特別職の給与に関する条例の一部改正） 

３ 特別職の給与に関する条例（昭和３１年条例第２

２号）の一部を次のように改正する。 

 （以下略） 
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